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貝．｡｡ボーラル鞄｡．
⑥優秀な設計による高精度，超小型

O林野庁御指定並に御買上げの栄

⑧括目すべき幾多の特長

1．望遠鏡は内焦式で極めて明るく，スタジヤ加常

数は0，倍常数は100で倒像(P｣)及び正像(P2)

2．十字線及スタヂヤ線は焦点鏡に彫刻

3．水平及高低目感の読取は10′と5′

4．微動装置は完備

5．脚頭への取付は容易，整準は簡単且正確
／

6．三脚はジユラパイプ製，標尺はボールへ履付･け

7．本器1kg,三脚雪,1.4kg,全装4kg

ー■

勺

明 光産業株式会社
東京都文京区小石川町1の1林友会館
電話小石川（921）8315～16

（型録進呈）

ケースは硬質塩化ピ砲夷型

価絡P133,000円（本器及三脚一式）

P237,000円轍動整準台付）

⑧

改正規格によるメートル法の材積表.ノ

木材技術研究会編 好評発売中〃 木材技術研究会編 好評発売中〃

』一

A6判212頁美本定価250円〒16円 A6判232頁美本定価250円〒16円

明年1月1日から施行される新らしい「日本農林規

格」に完全準拠して計算したメートル法による詳細な

丸太の材積表です。計算方法・括約寸法などは新規格

に一致しているのは勿論で，さらに短尺物も追加して

入れました。

内容1．規格の抜すい，表の使い方
2．1本だけの材積最小径2～100cm,長さ

0.5～20.0m3.1本'､-J00本室での材積最

小径2～100cm,長さ0.5～12.0m4.付

表（電柱用素材・坑木の標準寸法と材積表，主要

樹種の単位重毅・容積表，貨車の種類および大小

表，木材の標準積戦数量等を）

☆木材関係書多数・目録呈☆

蕊囎京小』暁恕森北出版

明年1月1日から施行される新らしい「日本農林規

格」に完全準拠して計算したメートル法による詳細な

製材品の材積表です。

内容規格の抜すい,表の使い方板類(板・

小幅板・斜面板・厚板）挽割類（正割・平割）

挽角類（正角・平角）付表（主要樹種の単位

重量・容菰表，貨車の種類および大小等を）

特色1．各類の各寸法にわたり1枚(本)～20枚

（本)までの材積が一見して分る。2．詳細な規

格の説明と表の使い方についての具体的な解説が

ついている。3．計算方法・括約寸法などは新

規格に一致している。4．細身の活字で非常に

見やすい。
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き◆③グリンナー（蒸散抑制剤）昌

糞繍二三郷典懸維
畠◆測局器（ドイツ製）冒

導◆生長錐(スーーデン製)：
：◆一・輪運搬車（改良型）脅
冒◆カルチベータ･一（人力・動力）亨
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カタログ進呈（切手8円封入）

立 体経営

毎月三回発行（5日

購読料1カ年

2カ年

15日25日）

￥200

￥350

農林業園芸・土木造園・建築に関する技術経営・

新製品等の招介

家庭経済・一般ニュース・小説他
一一一一一一一一一＝一一一一一■■＝÷一一一一缶七戸■＝4■P一一一一一一一一‐ーロー蝉■■■'一一一一一一一一一一一一＝＝一一一一一一一三-一一一Z---

発 行所山都屋立体経営研究所

《
《

’
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品質本位＠鬘蓑鈎熱亀
一

東京営業所東京都港区芝琴平町35番地

山都屋立体経営研究所
電話東京（501）9388番．9443番

振替東京74736番
本社・岡山営業所岡山市森下町50

山都屋立体経営研究所岡山支局
電話（2）2307～8番
苗畑埼玉県安行・岡山県勝田郡日本原

●

カールレイス社（西ドイツ）日本総代理店

スコッグス社（スエーデン）日本総代理店

ソイ・ラック（土壌改良剤）三井物産(株)特約店

不二合成株式会社⑳グ･リンナー発売元
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牧野植物圖鑑の大改訂版愈々完成｡〃

牧野富太郎著

前川女夫・原寛・津山筒監修

B5判．_，-,,』_～

野

新

牧

改訂特色

○解説の現代語化

○学名の改正

○從来増補分の各分類項への編入

○判型の大判化

1,200頁
一

堅牢造本

日本植物圖鑑 函入
一

予価3,500円一一一‐＝竜一一画,－▼伊元こ＝一
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林業指導者，技術者必携の実用圖鑑
11Ⅱ11mⅡIⅡ111ⅡIⅡⅡIⅡImIlIⅡ川Ⅲ川IⅡ111ⅢIⅢIⅡⅡⅡⅢ1111Ⅱ111ⅢⅡ'ⅡⅡⅡ''1Ⅱ''ⅡⅡⅢIlIIIIlⅡⅢ11ⅢⅢlllIl川Ⅲ111ⅢlIIIlIⅢliIIlIIIIⅡlIIIllⅡ11川ⅢⅢⅡ11Ⅱ,Ⅱ11ⅡMⅢimⅡmⅡⅡM1ⅡⅡⅡ’

原
色
病
害
虫
圖
鑑

科
学
技
術
庁
農
技
研

蝿
河
田
覚
・
錘
後
藤
和
夫
率

Ｉ
普
通
作
物
篇
（
上
）

Ａ
五
判
・
一
二
○
頁

価
一
、
○
○
○
円

Ⅳ
果
樹
篇

Ａ
五
判
・
一
三
○
頁

価
一
、
○
○
○
円

Ⅵ
樹
木
篇

Ａ
五
判
・
一
五
三
頁

価
八
○
○
円

日
本
幼
虫
圖
鑑

河
田
党
他
二
七
氏
共
著

Ａ
五
判
・
八
九
○
頁

価
二
、
二
○
○
円

○
日
本
産
昆
虫
類
の
幼
虫
一
三
○
七
種

収
○
日
本
昆
虫
図
鑑
と
併
用
便
に
す
る
た

め
図
版
番
号
併
記

衛
生
害
虫
駆
除
・
塞
論
際

国
立
予
防
衛
生
研
究
所

安
富
和
男
・
井
上
義
郷
共
著

Ａ
五
判
・
一
四
八
頁
・
価
二
五
○
円

衛
生
昆
虫

素
木
得
一
箸

Ｂ
五
判
・
一
、
六
五
○
買

価
四
、
○
○
○
円

東
京
都
千
代
田
区

神
田
神
保
町
一
ノ
五
五

振
替
番
号
東
京
七
五
○
番

北
隆
館

一
心
６
．
ｈ
コ
．
典

早期育成林業
森林資源総合対策協議会編

緊迫をつげるわが国林業の進むべき道は如何。それは必然的に旧来の掠奪林業
から育成しつつ収穫する育成林業へ，長期林業から現代的な経済性ある林業へ
移るべきで，本書は全国斯道の第一人者30氏の分担によるわが国現段階の総
ざらえである。(1)林地肥培侭)林木育種(3)外国樹種各論仏)外国樹種見本
林(5)特殊早期育成林業一肥培林業，種水林業，短伐期林業

(B5判736頁2,200円〒100円）

林業ポケットブック
（修正版）

東教授山本光

雲霧蕊灘三}蓋東
東

(A6判340頁300円〒24R)

本書は携帯に便な小冊子で，しかも実地に役立つ事柄を平易簡明に出来るだけ
盛込むようにした。従って何故そうするかという説明より，こうしたらよいと
いうことを中心にして説明した。関係学生や技術者の宝典として既に定評があ
る。

・主要目次．(1)測量(2)測樹(3)有用樹種倒育苗(5)造林(6)特殊
林産(7)林道(8)木材の伐出（帥木材規格（10主要木材の識別m)木材
加工付録・関係法規

一

鬘論崖製材木取法
北海道技師伊津慶一箸

(B6判320頁380円〒;30円）

製材工場における木取りの適否は事業経営上重大な問題で，本書はそのコツを

理論的に解明したもので，製材工場における一次的の木取りは勿論，木工等二
次的木取りにも好参考で，早く立派な，一人前の墨付人となるための絶好の書
である。

北海道技師

(B6判320

岩田利治・草刃岩田利治・草下正夫共著

邦産松柏類図説
山本光著

林業及林産物
東京大学林学教室編

林学実験書
加藤誠平著

林業土木学
東京大学林産学教室編

木材理学及加工実験書

東京大学林産化学教室編

林産化学実験書
荒木綱男著

繊維素化学
右田伸彦著

木材化学(基礎編）
上田弘一郎著

水害防備林
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314頁
450円

A5

価
東京都千代田区神田旅篭町3の6

産業図書株式会社
振替東京27724番・電話(291)7821（代表）

298頁
550円

５Ａ
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伐木造材い効も好調

どんな樹種でも切味よく作業がはかどり取扱が

簡単，しかも維持費がどのチエンソーよりも安

く済承ますので非常に経済的です。

綬も古い歴史を持つホームライトチニンソーは

現在国有林・民有林を通じ最高の普及率を示
し，本機の優秀性を立証しています。

Ｊ
酉
１
－
句

墨

カ

ゴ
口
側
■
慮
咽
Ｔ
団
瑳
矢
鱈
訊
輌
急
絡
房
江
雰
蔑
飼
曜
亜
虹
迅
侭
見
習
風
巫
刃
邑
亟
洩
楚
麺
嘆
避
竃
■
瞳
研
盈
泳
独
舞
厚
衿
浄
喧
債
唖
毎
銀
毎
啓
一
‐
ボ
瞳
恥
麗
電
昼
鮭
凪
必
唾

ホー‘需奪鈩
謬ラッシュ寵シダ＝

'一一与今一一一一一一一や‐今幸一一一色●I■■色'■巳1■■■ｰ‐卓一画午･■ロー■e■■.＝｡■e‐●■●－■1■■q■Ⅱ■I■1■■缶■

ダイレクトドライブ5馬力・6馬力・7

カ
ラ
ー

馬
・
フ
ー

ギヤドライプ7馬力。，

《
心
Ｔ
Ｉ
Ｉ
り
誇
噂
’
魁

ンソーェンジン利用の

地栫え下刈り兼用機。

キシブルシヤフト式で

ら保守取扱力溶易であ
且軽量強馬力で作業が

出来ます。

ブラッシュキング専用下刈機等各種取揃

冒本総代理店

國商工株式
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一
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雑 粟京都千代田区神田五軒町4

束京都千代田区神田田代町20m松ピル

大阪市禍鮎区上福島南1－56

札幌市北四条西7丁目

名古屋市中区蒲焼町3～4宝塚ピル

冠謄
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特 許林業用固形肥料
⑭1･2･S号
ちから粒状1．2･3号

○林木に適した成分比○流亡，損失が少なく，肥もちがよい

○中性肥料である○使い易く，経済的である。

総販売元日本林業肥料株式会社
東京都港区芝琴平町34

電話（501）9226，9556

製造元日本肥糧株式会社
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行なうこととしたもので全国を5ブロックに分け標識調

査地を選定して調査するものである。

（2）林業経営改善基礎調査委託費新規5,574千円

昨年十月に農林漁業基本問題調査会より林業の基本問

題と基本対策についての答申があったのであるが林野庁

に鎧いてもその具体的実施について検討中であるが，さ

しあたり36年度はこれが具体化に必要な調査を行なうこ

ととし，項目としては「家族経営的林業調査」「林地の

移動および価格事例蒐集調査」「林地価格の調査研究」

「大規模育林生産および素材生産動向調査」および「林

業経営共同化調査」を行なうこととしている。経営共同

化調査は本省において調査を行なうが他ほ都道府県に委

託して行なうこととしており，「家族経営林業調査」は

100市町村，林地移動調査は192町村，大規模育林生産

調査は36町村，経営共同化調査は8カ所を予定してい

る。

（8）輸入木材規格制定調査費新規446千円

従来輸入木材についてはっきりした親格がなく，その

ためにその材菰測定方法等にいろいろの差異があり流通

上不便であったので今回輸入木材規格設定調査会を設け

北洋材，米材，南洋材についてそれぞれ学識経験者を選

んで調査検討を行ない新に規格を設定しようとするもの

である。

目森林組合および同連合会の育成指導

従来あった組合の検査職員108名の設置常例検査，

長期駐在指灘（執行体制不良の．44組合に対して6カ月

間都道府県の嘱託員として県森連の役職員が駐在指導す

る)，合併奨励金交付（弱少組合を合併したものに5万

円の奨励金を交付国はその1/2をもつ200組合),不振

組合特別指導（過大な見積金を有する92題合に対し整

備計画の樹立事業の推進等につき県職員を派遣して指導

する)森林組合職員研修は従来通り継続するか新規とし
て合併組合に対する特別指導費を計上した。これは前年

度において合併が行なわれた新組合に対し経済体制の強

化のため都道府県の職員をして具体的な宅地指導を行な

わせる経費で36年度は150組合に対し年4回指導する

こととし1130千円を計上している。なおこの他本省費

として新に検査必携の作成費および紐合検査職員の研修

費を計上している。

骨木炭生産合理化対策

指導旅磯は前年度と全く同様で，計画的生産出荷体制

指導磯（15,048千円)，生産性改善向_上指導費（7,184千

円)，県庁が行なう指導識習費（1,518千円)，指導器材

整備費（精伝計および硬度計の整備2,937千円）であ

る。なお製炭合理化促進のための簡易搬送施設も前年同

様250セット10,000千円であるが，新に切炭機の設

置に対して補助することとし，比較的木炭取扱量の多い

昭和36年度

林野庁予算の概要

（一般会計）

野崎博之一三

一般会計予算は総額16,413,374千円で前年度当初予

算14,789,418千円に比し1,623,956千円の増となっ

ている。うち非公共事業は1,898,157千円で前年度

1,674,799千円に比し223,358千円の増，公共事業

は14,515,217千円で前年度13,114,619千円に比し

1,400,598千円の増となっている。

非公共事業

（非公共事業）単位千円

前年度
予算額

111，411

33，455

36，687

20，938

21，053

366，682

3，847

170，137

64，476

402，773

8，5351

'零藍嘉｜

』:菫::’

差引増減侭

林野庁一般行政

森林組合同連合会育
成指導

木炭生産合理化対策

木炭出荷調整対策

保安林整備計画実施

森林計画

有益鳥獣保護利用

森林病害虫防除

優良種苗確保

林業普及指導

蕊雛協験指導機
森林組合連合会整備
促進

農林漁業調査研究

小計

林業試験場運営

合計

26，498

2，254

4，000

0

9，410

50，081

235

0

589

65，126

1，465

1，612

（0）

157,576

75，551

233，127
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40,687

20，938

30，463
9

416，763

3,1124

170,137

65，065

467，899

10，000

4,825△

（97の

1,403,497

494，660

1,898,157

6，437

(970)

1,245,921

428，878

1，674，799

非公共事業についての新規および重点事項について各

項目別に概記すると次のとおりである。

H林野庁一般行政

（1）鳥類標職調査委託費新規903千円

近年わが国において野生鳥類の激減箸しく昨年4月わ

が国で開催された第12回国際鳥類保護会議においても

アジア太平洋地域における渡り鳥の保護に関する中央機

関を設けることを決議しているのでその実施の第一段階

として標識法による渡り鳥の調査を謝鱈府県に委託して

、

純蟹庁林政課長補佐

一一一一一一1．－－－
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野崎：昭和36年度林野庁予算の概要
一

国営防除事業はマツクイ虫被害漸減の傾向にあるが

34年度の風水害を考慮に入れ前年同額の27,546千円を

計上している。補助事業中法定害虫駆除磯は111,223千

円で前年度に比し10,402千円の減となっているが，こ

ればマツクイムシの一部については防除効果も考慮して

減額したものである。なお激発を予想される松毛虫は前

年度に比し増額，他は前年度と同穣である。

突発害虫駆除費は20,000千円と前年度iこ比し10,000千

門を増額しているがこればスギは虫等の法定外害虫の異

常発生に備えるとともに法定害虫駆除の機励性を発揮す

るための予備蛮的性絡をもたせたものである。

有害獣駆除ば昨年度と同様3,000千門で猪の駆除を引

続き行なうもので激害府県に補漢柵の設置を行なう。

発生消長調査は3,612千円で，666カ所について林地

条件，気象条件等の調査を行なう。

綱優良種苗確保

種子採取事業は前年度通り22,886千門で公営で母樹

から優良種苗を採取する。所要全量について自家養苗を

除いた販売用種子の約57％程度を公営採取する。これ

は全歎公営採取によることが理想的であるが簡単には実

行し得ないので36年度より新規に苗木生産指熱費補助

金3,187千円を計上，これによって優良種苗と他の不良

種苗とが混同しないように優良種苗の品種系統区分を明
O

らかにして養成させるたあ配布用苗木生産者の苗畑につ

いて調査指導を行なうものである。

母樹林損失補償金は前年度と同様22,144千門である。

林木品種改良事業は総額で14,058千門で前年度より

減額していあが，これは採取林選定が昨年度で終ったた

めに経我が当然減となるからである。しかし新規として

精英樹補充選抜調査2,037千円が計上され32，33年度
の精英樹選抜で不足を生じたマツ類500本の補充を行な

うこととした。

精英樹クローン養成は37年度で終了する予定であっ

たが採種園等の用地確保等の事情を考慮39年度まで2

カ年延長して行なうこととし，また採取園，採穂造成に

ついても38年度に終る予定を40年でま2カ年延長して

実施することとし36年度ほ212haの造成を行なう。

㈱林業改良普及指導

(a)職員設置喪は本俸について11.9%の増，特別

手当0．1カ月分の増，寒冷地手当を支給することとした

が36年度は増員は行なわない。巡回指熱淡は専問技術

員については従来日額であったのを一部宿泊旅費に切替

え増額するとともに改良指導員の旅費については月1日

増額した。また研修菱については専問技術員の研修会出

席旅費を増額している。

森組幾協等の設置する切炭機に対し国1/3，県1/3が補

助することとし4,000千円を計上している。

卿木炭出荷調整対策

金額，内容共に前年度と全く同様で共同保管事業に対

しその金利の1/2以内を助成することとしている。

共同保管対象数量36,820ton,仮渡金総額792万円

奨励金20,207千円。

国保安林整備計画実施

前年度に比し総額漣増加しているが事項は前年度と全

く同様であり，保安林施設指定解除事務委託費“4千

円）保安林標識設置事業委託費（6,783千門）保安林指

定調査委託識（2,844千円）保喪林損失輔悩事務委託費

（2,450千円）であるが，保安林損失補臓金は，前年度

5000万円に比し1,500千円と大巾に瑠加している。

御森林計画

事業内容については従来と余り変化はない｡、これは

36年度ほ第二期森林計画の最終年度に当るもので昭和

37年度より新しく第三熱森林計画が始まるので基本問

題の対策実施と関連し新しい制度並びに予算を検討中で

ある。

施業計画編成費は293,255千門で，52基本計画区

,450森林区,3,333,505町歩を対象としている。

なお前年閲航空写真撮影は20万町歩であったが今回

これを40万町歩とした。（これに伴い航空写真判読蓋

360千円(12県分）が新に認められた）また技術者絵

は従来460円であったか今回540円に15.7%up人夫

給1日300円を330円とした。

施業計画保安林整備事業1,620千円で新規に海岸保安

林指定調査事業が認められた。これは伊勢湾台風チリ地

震津波の経験により海岸保安林の再配備を行なう必要が

あると認められたのでその調査を行なうもので対象面積

1万町歩770千円を計上している。

施業計画公有林整備事業は20,009千円で32年度以
降の5年計画庭基づき市町村または財産区有の50町歩

以上の直営林311,105町歩の公有林経営計画の編成に必

要な経我である。

実施計画樹立蕊は101,879千円で内容は前年度同様で
あるが，技術人夫400円を440円に人夫賃300円を

330円に引上を行なった。

御有益鳥獣保護利用

内容も前年度同畿鳥獣保護，司法警察員講習，鳥獣

審議会費等である。

内森林病害虫防除

本事業の事業単価，負担区分嘘前年同様，総額におい

ても昨年度と同額である。
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野崎：昭和36年度林野庁予算の概要

(b)巡回施設蛮地区運営費は前年度どおりそれぞ
れ14,164千円（オートバイ209台）4,610千円であ
る。

(c)最近磯賊化促進が叫ばれているのでこれが講習
を行なって知識を普及するため研修用教材としてチエン
ソー，軽架線の唯入礎が36年度より新規に計上され15
県分2,550千門を計上している。

(d)山村中堅青年養成

林業知識の普及を図るため山村の中堅青年の林業研究
グループ県の育成強化を行なう必要があるのでこれら青
年の研修徴3,179千門および林業先進地に3カ月派遣し
て先進技術の修得を行なう技術交流費828千円計4,007
千円を規現に計｣ﾆした。

閏都道府県林業試験指導機関育成強化

現地適用試験，連絡試験および試験設備整備費である

が総額10,000千円で前年度に比し1,500千円増であ
る。

(a)現地適用試験

継続項目スギ品種系統適応試験，タンニンアカシ

ヤ造林試験

新規項目林地肥培試験効果測定調査（2,279千円）
既往の造林地における肥培効果の測定を
行なう。

(b)建設試験

継続項目スギハムシ生態調査，シイタケ優良品種

検定避抜試験，防風林更新試験基礎調査

新規項目苗木の栄餐簡易診断および栄養補給試験
（1224千円）

(c)試験設備整備磯昨年度と同額3,750千円で
15県に対し前年度に引続き1/2補助で1県当り250
千円である。

公共事業

（公共事業）単価千円

山勘定において行なう。なお10カ年計画は昨年12月

27日に正式に閣議決定をみている。事業規模は原案通

り前期5年計画で国有林治山179億円，民有林治山550

億円，計729億円後期5カ年計画で，国有林治山189億

円，民有林治山750億円計938億円となっている。前記

5カ年妹平均伸び率12.2％で昨年度86億3千万円で

あったがチリ地震津波を含む防潮林造成の拡充等を考慮

し平均伸び率を上廻る約15％増の99億6千万円を36年

度の聯業磯として確保することとなった。国費ほ67億

13百万円で前年度に比し約9億円の増である。内地関

係で拡充されたものは特殊緊急治山で約5割，地すべり

防止で4割余，防潮林造成で約2倍等である。

(a)直轄治山

前年度に比し事業残で117,059千門の増（16％）で

853,671千円（国費.650,918千円）である。事業地区

は前年度20地区36年度は21地区である。前年度道

志川地区を終了,新に紀ノ川地区,重信川地区を加えた。

(b)補助治山

前年庇に比し14％増の7,356,594千円の工事費

4,939,652千円の国費である。

（ア）特殊緊急治山は37年度までに事業が完了する

よう残熾の50％を36年度に実施することとし‘工事

費で525,990千円の増である。

（イ）防潮林造成事業は約倍額の241,907千円の工事

徴となっており，チリ地震津波対策事業関係の特別措置

法に基づき特に榊助率を2/3とし，激害県に対し重点的

に行なうものである。

（ウ）地すべり防止工事は，前年度に対し工事費で，

67,226千円（44％）の増である。

目造林事業

人工造林計画千町歩

ひ

f

、

口匹

ご

■

一

年 度’36年度母一

別

補助融資|自力|計|補助|融資|自力|計｜前年度'3‘年度｜差引
蕊驚需蕊特別会}5%Ol6,7,3,004,,6,800

雛!:童:：造林事業 ，3．140，95
林道事業’2,409,55

森林開発公団事業494,330295,4054198,925

山村施設災害関連24,00018,414△5,586
山村施設災害復旧1,243,00011,046,4574196,543

山村事業付帯事務6,58918,3461,857

合計13,114,619114,515,2171,400,598
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(a)人工造林

補助事業において拡大造林の拡充により前年度に比し

面積10千町歩（4％）国費で315百万門（11％）の増

となっている再造林については融資を拡大することとし

ているが公庫からの融資は前年度より18千町歩増で国

有林野事業特別会計から一般会計を通じて出資する金額

も前年度に比し2億円増の9億円を予定している。

なお北海道については防鼠溝設置費を単価に組入れま

H治山事業

治山治水緊急措置法に基づく10カ年計画による第二

年度分で国有林野事業特別会計へ繰入れ同会計の中の治

－－－－3－－－



野崎：昭和36年度林野庁予算の概要 一

33年災については査定後相当の年数を繕愚しているの

で現地事情を考慮し復旧計画を進め35年災については

緊急分を重点的に行なうこととしている。

尚森林開発公団

これは従来の事業が完了するのであるが今回新に従来の

官行造林を公団をして行なわしめることとし36年度は
国有林野事業特別会計より10億円を一般会計を通して

提供することとしている。そのために必要な森林開発公

団法の一部を改正し犠織,人員共に拡充し,またこれに伴
い公有林野等官行造林法を廃止することとしている。こ

れは水源林造成ば緊急に行なう必要があり従来の官行造

林地は将来，零細，不便な土地が多くこれを続けるため

には相当な組織・人員が必要となるので国有林野事業特
別会計として行なうのは得策といいがたくまた36年度よ

り従来の官行造林が主伐期には入るので相当の収入もあ
がり公団をして分収造林法による分収造林方式によって

行なわしめた方が経我的にも得策であるためである。

林業金融

農林漁業金融公庫よりの融資枠は次の通りで前年度に
比し総額で1,130百万円の増となっている。

単価百万円

た査定係数を130より内地な象の136に引上げたため拡

大造林の単価を引上げている。

(b)造林補助査定基準調査

36年度新規に計上したもので5,535千円であるが再
造林についの補助制度につき行管その他よりも指摘され
ているのでこの際造林者を階層別にその内容について調

査するもので2カ年計画で行なうこととし36年度は15
県を対象として本庁および都道府県に委託して調査を行
なう。

筒林道事業

（1）開設事業

事業笠1216Km国費23579,005千円で前年度に比し
104km国徴で271,232千円の増でそれぞれ9%,12%

の伸びとなっている。号別には内地の1号，3号林道の
増加と3，4号林道の単価改訂が行なわれた。また北海
道については従来の1，2号林道による補助制度を改め
内地と同じく，1，2，3，4号林道による制度とした。
各号林道を通じ新規は極力抑制し継続路線の完成を目途
としている。・

値）改良事業

418基国費178,890千円五前年度に比し国喪77,813

千円の増，77％の伸びとなっている。これは全体計画
に変更を加え一部単価増と実施期間を10カ年より8カ
年としたためである。路線計画では橋長51n以上，工事
磯50万円以上のものから緊急度に応じ採択する方針で
ある。

（3）山林振興林道

これは36年度新規に計上したもので従来山村貧困地

帯において農道，開拓道，その他公共事業の採択基準で
は採択されえなかった道路を今回多目的効果を持つ道路
として林道工事によって行なうこととしたものである。
もちろん林道としての効果が重点であるが他の公共事業
目的をも加味したもので，補助率は3割，36年度は国費
2億円を計上している。自動車道を原則とし単年度事業
に限定せず継続実施するか2～3年で完了するよう考慮
する◎

卿治山施設災害復旧事業

33年，34年，35年の治山施設の災害復旧で経費総額
98,851千円である。32年災以前の災害は35年度で終

了しているので33年災は残量の全部を，34年災は85

％迄35年災は65％迄復旧するよう事業を実施する。
園林道災害復旧および災害関連事業

林道災害復旧事業費は947,606千円，災害関連事業饗
は18,414千円で，33年災臓残量全部，34年災は85％
まで，35年災は65％まで復旧するよう計画している。

▲
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’前年度36年度

造林
補助植栽
非補助私有林

〃
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〃

林道・
楠助
補助災害
非補助
小計

伐採調整
林業経営安定化
共同利用施行

合計
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上記のうち造林融資は特に重点をおいたもので前年度

に比し約8億円の増となって鐙り，従来要望の多い公有

林融資等を初めとする融賛枠の増大を図った°

童た新に林業経営安定資金を設けたがこれは従来林業

生産の長期性により林地を幼令林の間に不利な条件で手

離す事例がきわめて多かったので幼令林をも担保として

手離すことのないように必要資金を貸出すこととしたも

のでありまた山村においてある程度の規模の林地を取得

して自立経営農家として成立させるためにその林地取得

の資金を貸付けることとしたものである。細部の条件に

ついては今後関係方面と協議して具体化することとなる

が一応金利ほ5分5厘を予定している。
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ことを予定して，歳出が，それだけ歳入額を超過してい

たから，実質的には，歳入および歳出の増加は，ともに

6,638,186千円である。

3．造林事業の拡充

国有林生産力増強計画に基づいて，新植面蔽76千ha

を確保し，前年度に比して，6．7千haを増加するとと

もに，これに伴う保育の完全実施を計画し，なお，新植

面積の一部に密植技術を導入して植栽本数の増加を図る

ことにした。

大蔵省としては新植面積の半分に対し，約15％増の

500本(ha当り〕分の密植を認めることを，般終の査

定で決定した。

なお，造林事業は，労賃，その他の関係で労働力調達

が困難となって来ているため，特に機械化の必要が生じ

ている。そのため本年度は，特に刈払機等の機械が拡充

されることとなった。

4．林道の開発

生産力増強計画に基づいて，既設林道の延長を行なう

とともに，奥地未開発林開発を積極的に推進し，資源開

発と，人工林の造成を図ることとした。

前年度に引続いて，森林鉄道から自動車道への切り替

えに重点をおき，維持修繕費の確保に努める一方，修繕

事業のうち，改良事業に組替えを要するものについて，

検討中である。

5．管理機溝の拡充

生産力増強計画の遂行に伴い，特に事業錘の増大を来

す北海道において，三営林署の増設を行なうこととなっ

た。滝の上q上見局）天塩（旭川局）中標津（帯広局）

からそれぞれ，独川，遠別，標津の三署が分離する予定

である。

6．財務制度の改善

昭和35年12月19日に行なわれた，臨時国有林野

事業経営調査会の中間答申にこたえて，現在本会計の行

なっている林政協力事業の経理を，本来の事業の経理か
〃

ら区分するためには，相当の準備期間が必要とされるの

で，明年度以降に，その実施を譲ることとし，とりあえ

ず，次の諸事項について改善をはかることとした。

（1）特別積立金の設定

国有林野事業実行の結果生ずる利益について，国有林

野事業の推進のために必要と認められるものを内部に留

保するとともに，外部処分をすることができるものの限

界を明確にし，林政協力のための外部処分を可能な限り

継続して実施することができるようにするため，現在の

国有林野事業勘定における，利益処分としての損失補て

ん積立金への積立，森林基金への組入れ，および一般会

計への一般財源としての繰入れの制度を改めて,新たに，

利茶積立金および特別積立金を設定して，利益処分

昭和36年度

林野庁予算の概要

（特別会計）

毛

ａ
ｌ

－ 福田省一

はじめに

昭和36年度に鈴ける特別会計の予算は，前年度に引

続き，国有林野の林力増強を図るための拡大造林を基本

線にして策定された経営計画における昭和36年度収穫

量および事業量並びに治山治水緊急措置法の10カ年計

画における前期5カ年計画に韮づいて編成されたもので

ある。前年度と対照して特に湿著な点をあげると，森林

生産力増強計画の線にとって，造林事業量が，密植とい

う新たな内容を伴って増加したこと，国有林の重点施策

である。林政協力事業のうち官行造林事業の終了ととも

に，森林開発公団が開始する水源林造林事業に必要な資

金を特別会計から提供することにしたこと，臨時国有林

野事業経営調査会の中間答申にこたえて財務制度を改善

し，特別積立金の設定，弾力条項の改正，歳入，歳出科

目の改正，災害緊急対策蟹の設定を行なったことなどで

ある。

なお,幾林漁業基本問題調査会の答申，および,臨時

国有林野事業経営調査会の中間答申に示されている，国

有林の基本問題に関する具体策樹立に資するための委託

研究の拡充や，新たに外国旅費が計上されたことなどが

あげられるが，次に各項目別にその概要を述べることと

する。

本予算の重点事項

1．収穫鐙

収穫量は73,765千石で，前年度71,283千石に対し

て2,482千石の増加となっている。

なお，熾近は木材需要の増加にこたえるため，伐採量

増大を前提とする経営計画の再編成を要望する声が強い

けれども，伐採量の引上げを可能ならしめるためには，

森林生産力の向上，特に高度の育林技術が確立されてい

ることが不可欠の要件であるので，この点について目下

検討中である。

2．歳入，歳出

国有林野事業勘定の昭和36年度予算は，歳入歳出と

もに，63,883,066千円であって，前年度に比し，歳入

7,738,186千円，歳出6,638,186千円の増加となって

いるが，前年度には，持越現金から11憶円を充当する

ご吟

夕
一
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林野庁業務課長補佐
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は，この両祇立金への積立てという形で行ない，利益積

立金は，国有林野事業の損失の補てんのみならず，資本

の充実のための機能を有するものとし，特別積立金は，

林政協力のために必要な一般会計への繰入れのためのプ

ールとすることとする。そして今後生ずる年女の利益に

ついては，この勘定の，今後の見とおし，林政協力の必

要性等にかんがみ，その2分の1ずつをこの両穣立金に

積承たてるものとするとともに，昭和36年度から直ち

に，これらの方簸を実施するための経過措置として，現

在この勘定がっている損失補てん積立金170億円につい

て，過去における災害発生の経緯にもかんが蕊，その，

120億円を利益菰立金に，残り50億円を特別積立金に

積立てることとする。そして，さしあたり，昭和36年

度には，この特別稜立金の50億門のうち，23億円を一

般会計に繰入れて，一般会計からの農林漁業金融公庫へ

の出資金9億円（前年度7億円）および森林開発公団へ

の出資金10億円等の財源にあてることとした。

（2）歳出予算の弾力条項の改正

従来の予算総則に定められていた歳出予算の弾力条項

は「国有林野事業特別会計において，事業収入が，この

予算において予定した金額に比して増加するときば，そ

の増加する収入金額の一部に相当する金額を，それぞれ

立木の処分または紫材，製材，木炭，薪等の直営生産の

作業量の増加のため直接必要とする経費の支出にあてる

ことができる」となっていて，その適用範囲がきわめて

狭少なものに限定されているといわざるをえなかった。

ところが現実の経営は，各部門ともきわめて密接な関

連性を持っており，収穫鐙の増大は単に立木処分，また

は，製品生産の作業量の増加の承に止まらないのであ

る。

そこで，こうした経営の実態に即応して，現実にこの

弾力条項を活用することができるようにするために，予

定を起える収入金額の増加があった場合には，その一部

を，立木処分，製品生産および製品処分の作業量の増加

と，これに伴なう林道事業，造林事業の事業量の増加と

に必要な経蛮の支出に充当することｶﾐできるように改正

したのである。

侭）歳入歳出科目の改正

経営調査会中間答申において「現行裁入歳出予算科目

を整理統合するとともに企業会計に適合した予算科目体

系に改め，実質的な予算の弾力的運営を可能にする」と

ということが強澗され，36年度予算からほ，歳入歳出科

目の整理に努め，従来，管理費，事業費の二本立であっ

た項を国有林野事業礎（項）一本にまとめ，目について

も，従来の林産物処分饗，製品費，林道費，造林徴，治

山費をあつめ事業費（目）とすることとした。

したがって，今後これら各事業の予定簿を中心とした

事業実施の総合化が具体的に図られることとなり，中間

答申にもられた，実質的な予算の弾力的運営が期される

ことになったのである。

また，これに対応して，損益体系に適合するよう，設

備投資を主体とした施設費が目として定められた。元

来，経営の設備投資は，相当長期にわたる展望のもと

に，経営意志が決定され，計画的に予算の執行が図られ

るものであるから，時に，当該年度の歳入以外の資金を

財源とする必要のある場合も生ずるわけである。このよ

うな意味では経営の操業度に対応する事業費と区分され

る必要があり，また損益計算においても資本的支出とし

て，明確に把握されやすくなったわけである。

側災害対策の謝上

年を発生する災害に対し，迅速適確な措置ができるよ

う。合理的な方策を講ずることは，広大な森林原野をそ

の経営の対象とするこの会計に特に要舗される事項であ

り，中間答申に基づいて，36年度予算からは，林道施

設等災害緊急対策費なる特定の目を設けて，所要予算の

計上を行ない，従来のように予備磯流用協議のため時機

を失することのないよう，実質的に，歳出予算の弾力性

を強化したわけである。

（5）実行計画に基づく予算綿成

従来の予算書は，実行と遊離し，数量をふくらまして

単価の不足を補っていたのであるが，36年度からは，実

態予算に改めることとなったので，予算統制上には便利

になったといえる。

7．福利厚生対簾の強化

（1）営林局における厚生課新設

股近における労務管理上の福利原生の新しい動向に対

処するため，各営林局に厚生課を設置し，副利厚生施策

の砿極的な推進を図ることとした。

（2）巡廻診療事業の強化

国有林野事業の特殊性を考慮し，山間避地の事業場に

おける衛生管理の十全を期するため巡回診療惑業の増強

を計画した。

8．職員研修の強化および労務管理の合理化

国有林野事業を推進し，職員の資質の向上を図るため

城員研修体系を強化し，新たに研修期間1年の専攻科課

程を設けて，中堅幹部の養成を積極的に推進することと

しこれに必要な経費の外，研修施設の増強に要する経費

をも計上した。

労務管理の合理化をはかるため，常勤職員と，作業員

就業規則37条の適用を受ける常用作業員のうち，と.り

ー
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あえず10,734名の定員化を図ることとし，なおその残

人員についても，可及的す承やかに定員化を促進すべく

関係官庁と協議することとしたが，36年度残37職員の

労賃は，常勤者賃金として一応目を設定することにし

た。

9．林政協力事業の拡充

（1）民有林造林事業に対する協力

民有林造林事業の推進を図るため，農林漁業金融公庫

の同事業に対する融資枠を拡大する必要な同公庫への出

資金を増額するため，昭和35年度に比し一般会計繰入

れ額を2億円増額し，私有林および公有林に対する造林

融資枠の倍増を計画した。

②水源林造林事業に対する協力

水源林造林事業の拡充強化をはかるため，本会計が従

来行なってきた公有林野官行造林事業の終了とともに，

森林開発公団が開始する水源林造林事業に必要とする資

金10億円を一殻会計に繰入れて提供することとした。

公有林野官行造林事業は大正9年の公有林野官行造林

法の制定により国土保全森林資源の造成ならびに地方公

共団体の基本財産の育成に寄与する目的をもって開始さ

れ，昭和32年度以降は奥地水源地帯の造林に重点をお

くこととなって現在に至っているが，当初の造林目標面

積30万haに対し，昭和34年度末現在造林実識296

千地，その蓄積6214万石に達し，ほぼその目的が達

成されたのである。

しかしながら今後の造林対象地の分散化および零細化

に伴う管理の困調上に加え，「治山治水特別措置法」の

実施に併行して造林量の拡大および昭和36年度以降の

全国的に官行造林地の主伐が開始されるに及ん遍収護

量の急激な増大を来すこととなるが，一方国有林自体と

しては，生産力の増強計画の推進に伴い各事業が画期的

に拡大してゆくため，到底公有林野官行造林事業の拡大

にまで対処することは困難である。

そこで今後の官行造林事業は，既住造林地の保育，管

理販売の業務にとどめ昭和36年度以降，9カ年間に

要造林地232千haに対しては別途法令を改正して，森

林開発公団によ為造林に変更し，積極的な造林推進を実

施することとなったものである。

このため森林開発公団は，理事1名，職員35名の増

員と，支所3カ所の機構拡充を行ない事業の強力な遂行

を期している。

（3）関連林道

関連林道の開設については，既定計画に基づき，本年

度においても，年度計画量を確保することとした。
10．国有林野事業の経営合理上に関する調査研究

農林漁業麩本間題調査会の答申および臨時国有林野脅F

業経営調査会の中間報告に示されている国有林野経営の

基本的問題に関する具体的方策の樹立に資するため，林

業経営研究所に対する委託研究を拡充することとした。

また昨年11月以降開催されている，臨時国有林野聯

業経営調査会妹，昭和36年度においてもこれを継続す

ることとし，国有林野事業経営のありかたについてさら

に検討を続けることとした。

林業の機械化を促進するため，小型，軽簸，高性能の
林業機械試作研究を新たに計上した。

なおまた，国有林野事業の経営合理化のためには，広

く海外における国有林並びに公有林経営のありかたおよ

び林業技術の進歩の実惰についてもこれを把握する必要

があるので，外国旅災を新規に計上することとした。

予算執行上の問題

以上で昭和36年度予算の重点項目の概要説明を終る

が，新年度予算は特に財務制度に大きな改革があったた

めに，予算執行上，早急に検討を要する問題点が少なく

ない。そのおもなものをあげる､と次の通りである。

1．事業喪の支閃について

昭和36年度予算においては，歳出予算の弾力性強化

の措隠の一つとして，林産物処分費，製品斑，林道喪，

造林費，治山蛮等の目が統合され，それぞれの事業蜜は
目の細分となったので，各事業予定簿を中心とした事業

実施の総合化のための具体策が必要である。

2．施設計画の確立

管理施設費および事業施設喪がそれぞれ目として設置

さｵ1Aたので，これらについての計画的予執行対策が必要

である。

3．大蔵省予算雷の実行予算化に伴う予算執行適正化

昭和36年度予算においては形式予算が実行予算と一

致したので，予算と実行との両面からの管理規整が行な．

われることとなるのでこれに即応する対策が必要とな

る。

4．就業規則37条適用作業員について

昭和36年度予算では，定員内に繰入れられた残りの
37条適用職員の残が，常勤者置金として目で固定され

たので，これについての巡営上の問題をきめなければな・

らない。

5．官行造林の廃止措綴

すでに新植を完了した官行造林契約地に対する，管
理，保育の事業は引き続き特別会計において実施する

が，植栽未済地に関する既契約については，合意解約の

上，公団造林に移行する必要があるので，これに対する′

準術を要する。

－－－7－－-一



福田：昭和36年度林野庁予算の概要

6．林道等災害緊急対策費

昭和36年度予算から新たに計上された林道等施設災

害緊急対策費は，歳出予算の弾力性を強化するためのも

のであり，従来の災害復旧予算の弊害を一掃するための

措置である。したがって，この趣旨を生かすための予算

執行方法について具体的措置を定めなければならない。

7．歳出予算の弾力条項の運用について

昭和36年度から，予算総則に定める弾力条項の適用

範囲が拡大された。したがって，弾力条項発動の場合の

具体的実施方法を決めなければならない。

8．，管理共通費制度について

管理共通費は現実の問題として，同一の物，同一場所

で使用するものが，管理共通，事業共通の双方で支弁さ

れるため，混乱を来し，特に，事業で直接必要とするも

のが，管理共通予算の面で規整され，事業の弾力的運営

に支障を来している点が少なくない。たとえば管理共通

費の種目は庁費の不足を補充するものに限定し，事業費

の運営に弾力性を与えるなどの方法についての検討が必

要である。

9．その他

局署間，署事業所間の通信設備の総合的検試厚生課

新設に伴い社会保障および安全関係予算執行方法の検

討，営林署増設に伴う施設費の不足補充方法，担当区お

よび造林事業所の関連を予算的にいかに解決するか等が

問題である。

9

《
）昭和36年度国有林野事業勘定歳入歳出予算総括 国有林野事業特別会計
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常勤より3,989人の管理癖手当
営林署増設3署の18人

常用より6,745人

退官退職手当402,669566,717164,048退職予定者287人

旅費1,591,8581,641,08249,224新規研修（専攻科）実施に必要旅費
2,954千門

外国旅費02,2232,223海外派遣のための旅費

職員研修費10,11611,2141,098新規実施専攻科研修1,098千円
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目｜前年度予算’@‘年度予定｜増(△)寂1傭科 考
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12,818,846

2，287，044
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産費）
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素材生産前年より18千㎡増の約4,740千㎡

林道修繕前年より840km増の19,000km

新椎揃年より6,741ha増の76,702ha
造林機械化

植村密植による増88,851ha･･･126,560千円
■

鱈苗費）

(林木育種場）

(治山費）

調査費

△
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666,301

64，898

8，755

270,513

10，382

施設の設置計画完了による減少

5カ年計画の第2年目の19,380ha実施

経営研究所前年より
4,200千円増の18,000千円

林業機械試作費2,000千円の新規掲上

既契約の保謹，保育，保育面積109,000ha

37適用作業員3,570名分

鼠驫喜坪学り棚雛::目
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ては19世紀からかかって，森林計画樹立のよりどころ

のために，林業経営のために，通算かれこれ100年近く

も研究され続けて来た林業の金融様式であることを念頭

におかれたい。

金融方式の企画立案：しかし医学でも人体実験は避け

るところであり，金融においても借入者を実験台に供し

てはならないという公務員としでの立場から，集まるの

は過去の実縦ばかりで将来のための林業金融という面で

は実験台にこと欠いている。経験からいえば，他産業の

金融方式がそのまま林業に適切でありうるか，外国の例

がわが国に適切でありうるかは，樹種の導入と全く同じ

く林業を行なう者が股後に検討してみなければならない

ことのようである。古代ギリシャやローマの海上貿易に

冒険貸借(RespondentiaContract)という融通制度があ

った。金主と船主と賀易商人の三者の契約であって，金

主は資本金，船主は船舶を出し，貿易商人が彼地におも

むき海上貿易に成功すれば分収し，海賊や難破の避難の

ときば侭務関係をとり消すという仕組である。これなど

もアイデアとしては面白いもので欧州における保険や分

収の祖型もここら辺りにあるかも知れない。また，アイ

デアなしに，「資金がたりないなら貸せばよいでない

か」とか「借りたければ貸せるようにして窓口へ来れば

よいでないか」という単純な考え方が，行政と金融機関

と借入者の三者の関係からどんな結果になるかは，前年

n月号のフランクリンとスターリンの列でも対比した所

である。

議論はさておきドライに表現すれば，行政と金融機関

と借入者の三位一体の立場から誰れかがアイデアを出

し，使用にたえるアイデアであれば借入者が自発的に活

用されてゑて，よければそれを大きく発展させてゆくよ

りほかに適切な手段はないようである。以下はわが国の

林業関係の資金はどうなっており，どうすればよいのか

という経営の前提基礎問題に対する個人の仮諒であり，

現代においてこの産業に金が実際淀うまく流入する方法

はどうあるべきかの論である。「補助金および財政投融

資の枠の拡大につとめ林業発展の基盤を確立する」とい

うきまり文句で資金面の考慮こと足れりとする人，林業

とは何かということあるいは金融とは何かということを

単に一方的に考えられるならば，昨今の林業金融のゆき

方と以下の考え方に対してはお気に召さない面が多分に

あろうことをまずおわびしておく。

林業経営安定化資金：36年度の林業関係への財政融資

は進林漁業金融公庫より55億円，うち造林22億，林

道8億，伐採調整15俺，そして経営安定驚金は36年

は初年度として10億，37年は10カ年計画の2年目に

はいり以降年と30憶円程度の計画で予定している。経

営安定化資金の貸出上の詳細は喝公庫法の改正後に業務

林業

金融について

林業経営安定化資金の制度創設に際して B

山 崎誠夫

はしがき：地中海と紅海の間のせまい海峡を運河でつ

なぐ夢は，紀元前20世紀の古代エジプト人がすでに考

えていたという。1869年フランス人のフエルデイナン・

ド・レセップスによってスエズ運河が完成したとき，出

しぬかれた英国ヴイ．クトリア女王は彼に勲章と戸ンドン

名誉市民の栄誉を与えた。しかし裏では運河会社のっと

りの機会を静かにまっていた。

1875年エジプト藩主イスマイルは金がなくて持株

176,600様を売りに出す。代価400万ポンド。このチャ

ンスにのぞんで英国でほその金がなかった。ディスレー

リ英首相が金融を頼んだのがユダヤ金融業者ロスチャイ

ルド。「よろしい融通しましょう。ところで担保臓何を

…･」と彼は事務的にきいた。首相はやむなく「担保は

大英帝国」と答える。かくして英国はスエズ運河の半分

近い大株主となり世界の貿易地図をぬりかえた。と伝え

られている。

さて本紙のここでも，論題の中心は「ところで担保は

何を…･」ということiこなる。

覚えておられるだろうか。前年11月号の本紙で林業

に関する金融のアウトラインを述べたとき，その結論的

に誘導したかったところは,林業の発展のために必要な
金銭貸借のさいの信用の有無，すなわち林業関係におけ

る適切な担保の探索であった。資金調達のために受信能

力のある担保を見つけ出すには，小は質屋にいれる質く．

さを何にするかという女房の苦労から，大は前例のよう

に雲をつかむようなものまで各操さまざまに苦労してい

る。林業においても，森林や木材を担保に金を借りる一

般方式が作られないかという研究は古くからあり，また

金融業者も貸出の援信を相手の所有する森林や木材に求

めようとした努力も新しいことではない。

以下述べるととろは，36年度から実施する林業経営安

定化資金という制度金融としての農林公庫資金による森

林担保金融のことであるが，焦点はこの担保の考え方を

広く木材に関する産業金融（今ではそれも含めて林業金

融とよばれている）に及ぼせないかということにおかれ

る。何のことはないように見えるが，各国とも制度とし

‐

一

ゆ

一
）

筆者・林野庁森林組合課
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山崎：林業金融について

16世紀のことイタリア人・ジヨルダーノ・フルーノー

が火星のことを考えていて「地球以外にも生物がいる」

といった一言で，彼は火あぶりの刑になったそうである

が，こうもなりたくないので私も今少し説明を述べた

い。

11月号でのべた現行の幾林公庫の造林・林道・伐調溌

金のいずれも，林業振興のためには確かに一助になって

いるが，造林資金も林道資金も林業を経営する場合には

単なる技術的区分の一分野にすぎないことはすでにおわ

かりのことだと思う。また伐採調蕊資金も，伐採不許可

という現象があった場合にだけ森林を担保に資金の融通

をうけられるという制度で，長い森林の成育と長い親子

代灸の期間のなかで，伐採許可制度が必要となる時勢に

おける一事態の対淡にとどまることも気づかれたであろ

う。こう承て来ると林業のための金融手段には，もっと

原則的なものがなければおかしい。すなわち一つの問題

点とそれに対する一つの見方を以下に示そう。

それは，これらの現行制度が実綴にもしめすように森

林が担保に供されているということ，俗にいう森林担保

である。そしてそれが，わが国の現今の森林所有者には

金融上の信用を受けるために，自ら提供しうる股も妥当

で適切な担保物件となっている。しかし逆に，森林を担

保にすれば，その人達は公庫予算の55億円以上にまた

は公庫以外の銀行から，どこからでもあるいはどんな目

的でも金を調達することができるであろうかd残念なが

ら，ここ半世紀間，日本にはその制度すらなかった。

森林担保金融：わが国では19世紀末，1896年（明治

30年）以降1900年までの間に，勧業銀行と各県の農工

銀行が森林を担保に融資を始め，1911年の低利融資，

1920年（大正9年）森林を担保に金を借りたときその後

の成長や林道開設によって担保価格の上昇に相応して追

加して融資を受けるために担保価値の再評価ができるよ

うになった。担保管理の組繊面においては森林纏合も発

達していなかったし，災害保険などもなかったが，その

他のことについては森林担保金融方式としては一応完成

に近い形にまで到達した。しかし時勢は翌大正10年に

勧銀と農工銀行の合併となり，これらの銀行は森林担保

金融から遠ざかってしまった。（注2）

19世紀にこのような前例をもったわが国において，森

林を所有し経営を行なうすべての入念に共通しうる具体

的な金融手段の信用の道具として一一前記の体系のアイ

デアにいう股大公約数としで一一森林を担保とし経営賞

金制度が創設されても，林業の発展からふれば何も不自

然なことではない。そしてまた，20世紀中朝のこの制度

の設立を臥薪瞥胆40年目の復活と表現しても，あるい

方法書と融資要綱の改正で決定し公庫から示されること

になる。大要ば森林を担保として農家の林業経営の維持

発展を図る場合の金の融通をねらいとするが，具体的な

手段の主柱は，農家が折角造林した幼令林を育成途中で

やむなく手放すものが多いという現象に対して林業経営

のための資金調達の円滑を図り，また経営基盤の拡大の

場合の一つの晦路を除去する金融手段として造林のため

の土地購入の資金を融通しようというものである。条件

の案としては，担保は土地と森林で，制度金融の性格か

ら利用伐期令級蚕での造林地，金利は5.5％，期間は

20年以内で収入時に元金返還火災と災害保険を裏づけ

に森林紐合の担保管理という樺想案である。林業の金利

と期間の決め方も興味ある問題だと思われるが20世紀

前半に習った林業較利学のノートだけでは追つついてい

けないという程度にとどめておこう。

さて問題は，林業関係の必要借入資金は補助金を除い

て年32000億円の残高を愚下らないと承られ，うち農林公

庫資金55億円。予算拡大に努力がたりないと叱られて

も，ふとい野郎だ首にしてしまえと叱られても，林野庁

の金融担当職員の席にある間に，またその席にいたたあ

に本紙をよまれている人為にお伝えし引きついでもらわ

ねばならないことがたった一つある。「10年かかつて

3,000分の55｣。多くの産業の中の一つの林業に対して

金融機関がどうあるべきかではない。林業関係者は林業

をどうするつもりかということである。輪尺を持って走

りまわった山官が，この道に足掛け7年で，ようやく探

りあてた「林業の土台の柱の大きさ」はどうもセンチ単

位かミリ単位の鉄骨しか入っていないようである。

象は重い体を支えるの淀その精力の3分の1をついや

し，ノミは体の250倍もはねあがるそうである。足も大

きくて丈夫にできているらしい。盲人が象の足にさわっ

てなんとかいったらしいが，山官も二人や三人，土台の

下にもぐりこんで林業技術の重さに耐えられるかどうか

調べてもらいたい。そしたらそこに，人柱のつもりでポ

カンと立っている私がいるかも知れない。

林業金融に対するアイデア：ここで林業金融の体系の

あり方について私見をかかげ御批判をこうことにしよ

う。

「林業関係分野の振興のためにあるべき資金融通の方

法としてば，経済事業としての林業関係分野全般のため

に最大公約数的でありえて，かつ恒久的でありうる林業

の基本的資金融通方式をまず確立することが必要であ

り，そのうえに時宜，派生する局所的部分的また臨時的

な金融制度を配するという二段階からなる金融体系を想

定することが妥当だと思う｡」（注1）
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山崎：林業金融について

はまた全く新しい林業金融制度の芽生えと染ても，さほ

ど支障のないほどに林業の歴史をかざれる一頁でありう

ると信ずる。

しかし，この制度の創設に当って林業関係者が考えて

承てもよい点がある。それは，少なくともこれと同じ考

え方からすれば，こと金融分野の目標に関する限り，原

料とする木材そのものを裏付けにして，林産企業の経営

資金が支えられたとしてもおかしくない，という意見で

ある。原料材の円滑な流通と原料価格と製品価格のバラ

ンスは，考えれば考えるほど大きい問題である。しかし

考えようによっては，「資金という原料」と「木材とい

う原料」を撹拝して「企業の経営安定」という製品がう

まれるという企業根性に気づけば，林業金融の進む方向

はむずかしく議論する以前から自然に決まっているコー

スであるとも考えられよう。

経営と金ぐり：制度のいかんを別にして金銭的な面か

らみれば，経営のために金がいるのであって，端的にい

えば要求されるのは金ぐりのために資金であるともいえ

よう。林業とか林産業とか，少なくとも業と名のつく経

済行為のためには，学や術と同様に資金と金の操作が要

求され，使途を制限され経営内で流用できない小部門的

な専門的金融制度は，それらのうえに第二段階としてあ
るのが本筋と考えられる。しかしさらにこれを複雑にし

ているのは，経営を維持し発展を期待するために必要な

資金融通対策は，それぞれ各小部門の業界の協同活動組

織や経営規模の強弱大小ごとに，それぞれ千差万別とい

うところまで到達していることである。

協同と金融ということについては，人類社会の週この

法則が，ダーヴインがいったように生存競争であるか，

主たはクロポトキンがいったように相互扶助であるかば

私はわからないが，ほとんどの産業が生きて発展しつつ

あるところを承ると週この原則も協同であるような気が

するので，一応協同化には養意を表することにしてい

る。経営規模の強弱大小については，象は重い体を支え

るのに精力の大部分をついやすという例を考える反面，

鶴は片足で立っているという例も考えての上のアイデア

でなければ実用向でないという所に対策案の苦心があ
る。

新制度の占める位置：ふたたび前記の体系案にふれる

が，「具体的方法としてば，わが国においては不動産金

融様式による森林担保と，木材を対象とする金融方法の

確立が，林業関係分野における恒久的かつ普辺的な最大

公約数的な資金融通の主柱になりうると考える。これを

基盤とし，第二段階には借入者の経営体毎の受信状況の

差のためにとらねばならない部分的臨時対策や，林業関

係分野の小部門業界のそれぞれの当面の駐路除去など，

区分的な専門金融制度を配し補足手段または当面緊要な

振興制度の一手段とすべきである。以上の体系づけで各

制度の占めるべき位腫にそれぞれを位間づけ，技術・経

営知識の向上指導とあいまって速かに発展への道の方向

づけを自覚し開拓に努力すべきである｡」（注1）

実際的なそれぞれの制度の組承たてについては，ここ

にうんぬんする必要もないだろう。むしろその業にたず

さわるかたがたが実態と対策は熟知されているところで

もある。（注3）

最後に特にお断りしておくのは，前にも述べたよう

に，新制度を以上の理論によって無理に裏づけしようと

しているものではない。新制度は特定の限られた農家の

林業経営安定という政策目的が厳存するということだけ

でも良いことは当然である。

むすび：この機会に述べておくべきだと思って林業金

融の広い立場から新制度の一つの見方を示した。林業金

融の体系づけも，林業事情を異にするためか諸外国のも

のもまだ見たことがないので，全く我流となりかえって

難解なものになったかも知れない。

しかし，ある地元の方から「昨今の青年団の金融研究

熱を承るにつけ，金利期間をそらんじてこと足れりと

し，あるいは耳学門ですます風潮があるが，これが癖づ

くと大変なことになるので何かの機会に，自ら書物をよ

ゑ自らも考える習慣をつけるよう指摘しておいてほし

い｡」との便りがあったので，私自身も含めて反省への

一資料としてあえて本文をまとめてふた。

なお林業経営常識として「林業資金に対する所見を一

つ･…」と簡単にたずねられる時代に入ったので，「補

助金と公庫予算の拡大を図るのが第一」などと答えて，

これが次代の林業者かと質問者に驚きを与えないよう，

11月号のむすびと同じになるが，金融はわかりにくいな

どといつまでもいっていずに，一人でも多くこの分野に

目を向けて欲しいものである。

（注1）日本林学会誌1960年12月号参照

林業経済砿究会会報No.50(1960年8月参照

（注2）林業金融入門p.203～参照

（注3)"p.179～193参照
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1．公有林野官行造林事業の沿革

（1）公有林野官行造林事業の纈固

明治維新以来明治末葉までの40余年間の林政は主と

して国有林に重点がおかれ，民有林はその大部分が荒廃

し治山治水上至大の危倶を生じて粕る状態であった。

特に公有林野はその荒廃の度がはなはだしく，災害の

禍根とされておったので治水覗業の実施にエって，その

造林が図られることとなった。すなわち明治44年治水

事業の開始当時の公有林野の推定面溌は400万町歩でそ

のうち200万町歩は無立木地であって，うち100万町歩

臓要造林地であった。

そしてこの要造林地の1/2の50万町歩を治水事業に

よって，国および府県の補助で造林し，他の1/2は地方

公共団体自身に造林せしめる方針がとられた。

しかしな瀧らこの治水事業も市町村財政の貧困，入会

関係，苗木の不足等から予期のごとく進行せず明治44年

治水事業開始以来大正7年までの8カ年の造林施行面積

はわずかに.14万町歩に過ぎなかった。

このようにして大正7年度末の公有林野の無立木地面

積は依然として200万町歩の多きに達し，そのうち森林

として経営すべきものは約400万町歩，治水事業で造林

しようとする35万町歩を差引いてもなお65万町歩が

残ることとなり，これを従来の公有林の造林成績に徴す

るときは，ひとり市町村の力の承では公有林野の造林達

成は到底不可能な実状であった。

このような状態は，国土保安上はもちろん，天然資源

の豊富でないわが国土の利用上からも一日も見逃すこと

ができず，公有林野の急速な造林施策が要請されるとこ

ろと癒って大正9年「公有林野官行造林法」が制定され

るに至った。

公有林野官行造林事業はこの「公有林野官行造林法」

により当時無立木地状態であった公有林野65万町歩に

対し，その約5割に当る33万町歩（うち3万町歩は防

火線その他除地として計画）を収益分収の契約によって

国が造林を実施し森林資源の増強と地方公共団体の基本

筆者・林野庁業務課

財産造成を目的とし画期的事業として発足した。

爾来その間大東亜戦争等の影響もあって本事業も当然

消長はまぬかれなかったが，昭和30年に至りその目標

面積の造林もほぼ達成されたので事業の対象地を従来の

公有林野の普通林から水源地帯にまで拡大し，さらに昭

和31年には「公有林野官行造林法」を改正して「公有

林野等官行造林法」とし，その対象地は従来の市町村有

林野のほか部落有林および水源かん養のため森林の造成

を行なう必要のある私有林に童で拡大し，技術的にも経

済的にも一般投資の行なわれがたいと思われる水源地帯

の造林を重点に行なうこととなった。

一方昭和24年の「保安林整備強化事業」の実施に伴

い高率助成（国2/3，県1/3負担）による水源林造成

事業が実施されたが，保育管理の一切が造林の負担に委

ねるこの事業のもとでは適正な造林の推進が期待されな

かったので，昭和32年以降ほこの事業を公有林野等官

行造林事業が引継ぐ・こととなり，昭和34年度までに一

切の切り替えを終了して，昭和35年度以降は水源地帯

の造林はすべて公有林野等官行造林事業で実施するとこ

ろとなった。ところで昭和34年の伊勢湾台風を契機に

「治山治水緊急特別措置法」が制定され，水源地帯の造

林もこれに併行して，早急に補完しあわせて水資源の確

保に寄与する必要があるので，昭和36年度から昭和44年

度までに要造林地232,000町歩に対し造林達成が強く要

請せられている現状である。

（2）公有林野官行造林事業の会計法上の取り扱い

公有林野官行造林法は大正9年発足以来一般会計で取

り扱われてきたが，昭和22年国有林野事業特別会計の

創設に当り，当時の営林局署の所管となり付帯業務とし

て資産とともに当時特別会計に帰属したが，特別会計の

収支が誤こし経費の負担が困難となったので，昭和23

年度から昭和26年度までの4カ年間はその造林費を一

般会計の山林公共事業費で負担し，かつこの間の支出額

は一般会計の資産として処理された。

ところで昭和25年の朝鮮動乱を契機に林産物の価格

も上昇し，特別会計の経理内容も堅実となったので，昭

和27年には国有林野事業の付帯業務として資産ととも

に当特別会計に帰属し，同時に4カ年間の一般会計の支

出額を特別会計から一般会計へ繰入れした。

このように特別会計でば公有林野等官行造林事業は常

に国有林野事業の付帯業務として取り扱われてきたが，

昭和28年国有林野事業が「公共企業体等労働関係法」

を適用されることとなって営林局署の職員の処遇を同一

にするため，国有林野事業の付帯業務から本来の国有林

事業に改めることとなった。

e）公有林野等官行造林事業の管理

大正9年本事業の発足当時の組識ば当時の7大林区署

－13－
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すなわち一団地50町歩以下の契約件数は法律改正前

は全体の7％に過ぎなかったものが改正後には56％に

増加し，しかも今後ます童す細分散化する傾向にある。

これに加え今後の水源造林としての要造林面積はなお

232,000町歩があり，治山治水対策の補完と水資源確保

の点から「治山治水特別措置法」の実施に併行して早期

達成が望蓑れ，従来の実行量の13,000～16,000町歩に

対し昭和36年度以降はこれを22,000～27,000町に拡
大実施の要がある。

また収稚事業においては事業開始以来40年を経過し

て，昭和36年度以降全国を通じて本格的な主伐が開始さ

れるので,従来間伐収謹として年間684,000m8程度であ

ったものが一腿1,326,000～1,574,000m3に倍増する。

このように造林戯｡拡大とともに対象造林地は年をお

って，零細化し分散化する状態は今後の管理の困難化を

招来することは必然で，従って従来の公有林野等官行造

林事業で実施してきた直営または請負形式では造林達成

は望まれず，また収穫量の激増に対し現行の管理組織で

は業務が過重となり円滑な事業の遂行は期しえない実状
である。

一方国有林野事業自体の立場からすれば，現在の生産

力増強計画の推進に伴い各事業はいずれも画期的に拡大

するため，公有林野等官行造林事業の拡大にまで対処す

ることはできない。今仮りに管理組織を拡充して継続実

施するとしても，今後の官行造林地は現存の国有林野ま

たは官行造林地の所在とば全く無関係に零細化し分散化

するので，これに対する営林局署の組識についても新し

く多数の施設を拡充し組識の拡大をはかることとなる

が，植栽事業は9カ年の期間事業であることからも，こ

のための組繊機織の拡充は不得策である。

また管理組繊を拡大せず国が実行する方法としては国

が分収造林の幾用負担者となる方法とかあるいは管理経

営の委託，事業の委託等の措置による方途以外にない

が，個なの零細な事業地を対象に投融資することは考え

られず，したがって国が直接分収造林の費用負担者とな

ることは考えられない。

また植栽事業をこの方法またほ事業委託等の方法で実

施するとしても収謹までの40年間の長期にわたり企業

用財産の管理を委託することは到底考えられず，したが
って今後公有林野等官行造林事業を国有林野事業として

このまま継続することはいよいよ困難な見とおしである

と考えられるに至った。

②公有林野等官行造林事業の対策

（ｱ）本副喋を都道府県に実施させまたに委託するこ

とは既往の水源林造成事業の官行造林事業の切り

（青森，秋田，東京，大阪，高知，熊本，鹿児島）に公

有林野官行造林課が設置せられ，全国に30カ所の官行

造林署を設けて経営したが，大正13年官制改正の結果

官行造林箸は廃正されて国有林とともに営林署の司ると

ころとなって現在に至っている。

これら官行造林地は現在北海道では221町歩を3営林

局3営林署4担当区で，また内地でば236,000町歩を9

営林局216営林署（総数261箸）791担当区聡数

1,730担当区）が所管しているが，うち官行造林地の象

管理する担当区が27あって，それぞれ本事業管理経営
に当っている。

㈱公有林野等官行造林事業の性格

公有林野等官行造林聯業は現在国有林野事業として経

営しているがその性格は本来の国有林野事業とは著しく
異るものである。

たとえば，その第一に本事業は民有林地に一定期間を

限って地上権を設定し，土地所有者との間に収益分収の

条件のもとに造林する事業で，森林資源を育成し水源か

ん養，国土保全をはかるとともに市町村の基本財産の造

成に寄与するという行政目的を持ったいわば国有林の民

有林協力事業である。

その第二に会計･上の取り扱いは公共企業体等労働関係

法の適用を受けるに当って単に関係職員の処遇の統一と

いう意味で国有林野事業として明文化されたものであっ

て，その本質は付帯業務である。

その第三に国有林の経営は国の直接の意図によって実

行できるが，公有林野等官行造林事業では土地所有者と

の契約による嚇業の性質上経営方針の変更等を国の意志

のみ､では決定することはできない。

その第四に，国有林の経営は恒続経営事業であるのに

対し公有林野等官行造林事業は間断経営事業である。

その第五に公有林野等官行造林事業の対象地は民有林

である。

等本来の国有林野事業とは本質的な相違点がある。

2．公有林野等官行造林事業の現状とその対策

（1）公有林野等官行造林事業の現状。

公有林野等官行造林事業は大正9年以来今日まで40年

間にわたり，その実積は昭和34年度末現在，造林面積

296,000町，その蓄讃6,214万石(17,294,000m3)に

達し，ほぼその目的が達成された。

しかしながら昭和31年の法律改正により従来の市町

村有林のほか部落有林，私有林をもその対象とし，重点

をもっぱら水源林造成に指向してきたので，その対象地

一団地当りの面較は従来に比較して細分され，かつ散在

することとなった。

凸
。

《
》

、

《
）
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阿部：水源造林の推進について

替えの経緯と都道府県の実施体制から勘案し，さ

らに公共性の高い本事業ば全国を統一的計画的に

実施するにば行政水準の異なるためその適正な運

営は期しえない。

W)また一般造林の補助制度あるいぼ融資制度等に

よる方法も考えられるが，その対象地が経済林と

異り利潤性の低い奥地造林で，水源林造成事業の

実積からも，また個煮林分の中には金融ペースに

乗りえないものもあるのでこのような方法では十

分な水源地帯の計画的達成ほ望まれない。

価さらに民間資金にエる分収造林で実施すること

も一応考えられるが，民間の費用負担者からすれ

ば経済界の好不況に左右される場合が多く，かつ

対象地を収益性の高い経済林にもとめることは一

般の常識とされるので，公共性並びに緊急性の高
い水源造林の達成を民間資金に依存することば不

可能である。

国そこで国に代わってこの事業を達成しうる機関
として公団が最も適格と考えられるので，現行の

森林開発公団によって実施せしむることとなった

ものである。

すなわち森林開発公団は次の特長がある。

(i)森林開発公団は従来，林道事業を実行している関
係から森林所有者との接渉に熟練していること。

(m)森林開発公団職員は技術者の大部分は農林系統の
学歴を有し，造林事業についての能力を有するこ
と。

(iii)森林開発公団は農林大臣の監督下にあるので，国

に代わって計画的に事業の達成を期待できること。

(iv)事業の長期性から実施機関の信用上国以外の機関
として森林開発公団は適格であること。

<v)要造林対象地ほ保安林整備計画で確定しているの

で公団の事業に進端であること。

(vi)市町村，森林組合等の近年とみに向上しつつある

造林技術と造林意欲を活用し，また造林地の管理に
ついてもこれら機関の積極的な協力をうることによ

って管理に必要な人員，経費の節減をはかりつつ効

果的に事業を推進するのに森林開発公団は適格性が
あること。

以上のような理由から今後の公有林野等官行造林事業

ほ既往造林地の保育，管理，販売の業務にとどめ，昭和
36年度以降の要造林地232,000町歩に対しては別途関
・係法令を改正して森林開発公団による造林に変更し，民

有林行政の範ちゅうのもとで民間の組織と技術を有効に
活用して積極的な造林推進を実施することとなったもの

である。

3．水源造林推進の考え方（案）

（1）目的

水源をかん養するため急速かつ計画的に森林の造成を
行なうことが刻下の急務であるのにかんが承，森林開発
公団の幾用負担による分収造林方式により，昭和44年
度までに約230,000haの造林を達成する。

（2）契約の態様

上記契約にば，土地所有者，造林者および費用負担者
（公団）の三者，そのうち土地所有者が造林者をかねる
場合および費用負担者が造林者をかねる場合の三種の態
様があるが，このうち，土地所有者兼造林者と費用負担
者との二者契約および三者契約の締結について重点的に

勧奨と指導を行なう。

（8）対象地

水源造林の対象地は，森林開発公団法の規定に基づき
農林大臣が指定した地域内の土地であって，吹の基準に
適合するものとする。

㈱無立木地，散生地，粗悪林相地等の要造林地で
あって，一団地（併括管理が可能である数個の団
地は，一団地と象なす）の見込面積が5ha以上

のものであること。

《）次の各号のいずれも該当しない土地であるこ

と。

(i)その土地について入会慣行等の複雑な権利
関係が存するため契約の履行にあたり支障を生
ずるおそれがある土地。

(ii)地位，地勢，気象等の自然的立地条件が悪
く成林の見込がない土地である土地。

“）大規模または広範囲にわたる崩壊地があ
り，国土保全上の見地から治山工事の実施によ
ることを適当とする土地。

（4）造林者

造林者の選定については，その土地について造林を行
なうのに十分な能力を有するもののうちから，次の順位
に従って選定する。

1その土地の所有者

2農林業者の組織する法人，市町村民の組織する
団体，市町村または学校設置者その他。
なお，土地所有者または費用負担者の希望があ

り，かつ都道府県の業務に支障がないときは必要
ある場合は都道府県知事が造林者となることがで
きる。

（5）収益分収の割合

収益分収の割合は，地代，造林費，その他分収造林契

可

‘
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約の実行に要する費用を参酌してこれを定めるが，通常
土地所有者30～40

造林者10～20

費用負担者40～60

を漂準とし，その土地についての地代，造林に必要とす

る費用およびその負担区分，その他の経済事傭を参酌し
て，明確に定める。

（6）契約の締結

森林開発公団は，水源造林にかかる業務方法番を定

め，これに基づきr分収造林特別措置法」（昭和33年

法律第57号）第1条に規定する造林者または喪用負担

者として分収造林契約の当事者となり，契約を締結す
る。

この場合の契約の態様については，第2による。契約
においては，分収造林特別措置法第1条各号に掲げる事

項のほか，次の掲げる事項を定める。

1当該契約の存続期間に関する事項

2植栽の期間に関する事項

3伐採の時期および方法に関する事項

4収益分収の方法に関する事項

5その他

（7）契約締結のあっせん

水源造林の積極的な推進とその分収造林契約の締結に
ついて，都道府県知事の協力をうるものとする。
（8）指導

分収造林方式による水源造林の実行上の指灘について
都道府県知事の協力をうるものとする。

⑨紛争解決のあっせん

分収造林契約の内容の改訂または履行に関して当事者

間の紛争を生じたときは，当事者の申出に応じ，都道府

県知事に紛争解決のあっせんを求めるものとする。
⑩移行措置

営林局長は，公有林野等官行造林事業の既契約地で造

林未済のものについては，合意解約を促進し，公団造林

への円滑な移行をはかる。この場合，地ごしらえの完了

したものについては，それに見合う経費を契約当事者か

ら徴収する。（分収造林契約において費用負担者（公団）
が負担する）

また，当該造林予定地に準備された苗木並びにすでに

官行造林用苗木として養成したものについては，水源造

林用苗木として造林者への処分および国有林造林用苗木
への転用をあわせ考慮する。

4．森林開発公団の組織

東京に本所をおき，東北（仙台）中部（名古屋）近歳

（大阪）中国四国（岡山）九州幅岡）の5支所のもと

に主要地に9カ所の出張所を設ける計画である。

なお，昭和36年度においては，森林公団の専任役職
員はさし当り60名程度と兼務職員30名程度の構成とし，
さらに契約促進と市町村等の指導のため，1県1～2名
の嘱託員を配備し，また技術者〔非常勤）を，1県2名
程度配置して，その運営に当り，漸次必要に応じ効果的
な拡充をはかる計画である。

森林開発公団の組織図を示すと次頁のとおりである。

8
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1．官行造林面積の実績調
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契約総面積 342,886ha(除地その他を含む｡）
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2．官行造林契約の実態調

’法律改正以前

(繍罐謂騨）、雪爾。
規模ha､､

計
考備マ

件数|面稜|鶴面積|鶴’件数

10以下

11～50

51～100

100以上

計

％
一
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“
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７
７
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”
15

8，838
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31日現在

16
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14
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794

2
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0

1,124

2，398’100
－

［注］このときの法律改正は，対象地を水水地域の私有林等にまで拡大することを目的としたものである。

3．今後の水源造林対象地の状況

（1）規模別面積調（2）所有形態別面積
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能となるので，職械化その他によってこれに対処する方

法を考えなければならないこととなろう。

しかし，いずれにしても，できるだけの生産力の増強

をはかるべきであるから，今後の林業経営は，要する

に，①農業的栽培林業といった今まで以上に集約なもの

と，②企業的林業といった労働力の制約をうけてやや粗

放なものとの両極端な方向の経営がなされることと思

う。したがって，このためには造林技術も両極端に変わ

るものと考えられる。そこで今後の技術体系を考える場

合には，いずれにも共通的のものもあるので，以下三項

目に分けて考えることとする。

工．生産量の増大をはかる共通的な問題点

前項①，②の場合にも，当然考えられるべきものであ

るが，増産上今後強力にとりあげなければならない技術

としては，

1．適地適木の判定

すでに国有林においては，国有林土壌調査，民有林に

おいて適地適木調査が実施されつつあるが，今後これら

の事業を徹底的に推しすすめると同時に，これが活用を

十分にはかって，一坪たりとも無駄のないように施業す

べきである。これがためには，これらを利用するもの自

身が，土壌やその他の環境因子をよく認識して，調査結

果を生かして使うようにすべきである。調査図面にのゑ

とらわれて，抽象的に適用するようなことがあっては，

かえって適地の判定を誤まることがあるので，土壌調査

図を参考として，植栽ヵ所の地形や土壌断面をよく見て

判断すべきである。そして適地適木よりは，むしろ適地

に適品種とまでおしすすめるべきである。

2．林木育種

国有林・民有林を通じて推進されている育種事業の発

展についても，これまたそれぞれの分野において，でき

るだけ早期に優良品種を選びだして，増殖をはかり，そ

の特性を把握して適地をきめるべきである。その手段と

しての挿木・接木の技術の向上をはかることはもちろん

のことで,これより得られた母樹・台木の結実促進や,発

根の盛んな挿穂を増収するといった繁殖技術の向上をは

かるべきである。たとえば挿木の発根困難な老令木ほ，

まず接木により確実に個体を得て，その成長を促進す

る。そしてこれより挿穂をとって挿木し，この挿木苗を

台木として，採穂して挿木する。そのためには台木の剪

定法や施肥法を確立すべきである。また挿木は，つとめ

て秋挿を励行することなどは，今後取るべき手段であろ

う。

3．短期育成林業の推進

それぞれの地域の澱境に応じた樹職で，つとめて早生

種のものを選び，耕転・施肥や保護管理を周到にして，

できるだけ短期間に収謹をあげるように造林行為をする
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宮崎榊

はじめに

林業の基本対策が実施されることとなれば，今後の林

業体制は相当に変化することと思われる。したがって林

業技術もこの基本対策にそって発展すべきであって，そ

れぞの専門分野で慎重に検討されなければならない重要

問題である。この大問題にぶつかってとまどっている昨

10月，当協会から1月号に「林業技術の将来の展望（土

壌研究と造林との関係)」の標題で書くようにとの要請

があった。しかしこのような技術問題に対して，いたず

らに抽象的に文句を並べたててもと思って一応見送るこ

ととし，今後の造林技術のありかたについて，大小な問

題をとりまぜて私見を述べて，責を果たすこととする。

さて林業基本問題から，まず考えられるべき点は，

（1）木材の生産量の積極的な増大と，林業従事者の所

得の均衡・増大をはかって，意欲的増産をはかる。

②林業の規模を拡大し，合理的家族経営林家（兼業

5～10ha以上，専業20ha以上)の育成をはかる。すなわ

ち今後の林業の体系は，今までの小面積所有(0.5～1.0

m）を，ある程度ひき上げて，

①農家林業として，家族的経営が合理的に行なわれ

ることとなれぼ，今まで以上に集約的な技術が営象えら

れることとなる。

今までの林業技術とくに造林的行為は，粗放なやりか

たであって，栽培的にやらないことが林業であるかのよ

うであった。すなわち単に林地に苗木を植栽して，手入

刈りをすれば終れりといった方法で習慣づけられて来た

ので，労働力の余祐はあっても袖手傍観の状態であっ

た。しかるに栽培的に造林して，今まで以上に成長鐘の

増加がはっきり見られるようになれば，人情として競争

的となり，ここに意欲的に自家労力をおし承なくかける

こととなって，いわゆる農業的栽培林業が営まれること

となろう。これに反して，

②林業を専業として比較的大面積に行なわれるとこ

ろの企業経営となると，意欲はあっても，労働力に依存

しなければならないので，非常な制約をうけることとな

る。そこで，前者のような集約的な事業はほとんど不可
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宮崎：これからの造林技術の問題点

ことが必要である｡いま早期育成御匝として2～3の例

をあげると，暖地ではタンニンアカシヤ（モリシマアカ

シヤやフサアカシヤなど）ユーカリ・テーダマツなどが

取りあげられ，寒地ではコバノヤマハンノキ．ス1,ロー

ブマツなどが，また水分が潤沢で池朱が良好ならばポプ

ラなども考えられる。これらはいずれも適地の選定と施

肥方法(根瘤植物については根瘤菌の接種をすること）
について十分考慮する必要がある。

4．育苗

育苗技術ば最近相当に進歩して来たのであるが，養成

費にこだわって，いたずらに密植あるいは，化学肥料の

多施などによって不良苗が生産されて，山出後の枯損や

生育の悪いものが見られる。したがって苗畑において

は，適当な間隔と肥料を与えて，十分な生育をさせて，

健苗を育てることが，最も大切である。これがためには

苗畑土壌の調査を実施し，これに応じた肥培管理をする

ことが肝要である。

苗木の栄養関係については，各種の研究結果から判明

しつつあるので,これをもととして栄養診断をなし,あわ

せて樹体と土壌の検定（簡易検定器を使用してやるのも

よい）を併用して，施肥の合測上をはかるべきである。

さて苗木は移植〔山出）ということが前提であるの

で，地上部と地下部とのつりあいのとれて，しかも徒長

しないものであることが鐙も大切であるから，秋季（9

月中・下旬）に根上げ眼切りを併用する）をするがよ

↓､。筆者は十数年前からスギ苗に対して根上げを推奨し

てきたが，これは床替床の承ならず，蒔付床から実施に

つとめるとよい。なお今後はヒノキ・カラマツ・トドマ

ツ・アカマツなどの根上げの可否と，その時期や程度な

どの研究が必要である。またこれが器具についても，各

種のものが考案されつつあるが，能率的で，しかも効果

的のものが，経営規模に応じて適用されることが望まし

い。

病虫害の駆除予防については，これまた最近急速に進

んで来たが，今なおよくわかっていないものに土壌線虫

（ネマトーダ）やカラマツのサキガレ病などがある。こ

れら朧苗木に対して相当の被害を与えているようである

ので，これが基礎研究と駆除予防について，徹底的に進

めるべきである。

挿木法の研究は各所で行なわれているが，用土・肥培

・ホルモン処理や水分・温度の与えかたなどについて，

今少し，つっこんで研究する必要がある。将来はスギ・

ヒノキはそのほとんどが挿木によって養成されることと

なろうから，優良な挿木苗をうるように研究を進めるべ

きである。既成品種の挿穂は一般に幼令の造林地から採

っていたが，今後大量に挿穂を採るには，採穂用の台

木が利用さるべきである。そしてこの台木は実生苗養成

の場合の蒔付苗味替用原苗）に相当するものであるか

ら，この台木の施肥と剪定には十分の注意をすべきであ

る。つまり挿穂のC一N関係ば発根を左右するものであ

り，また苗木の養分の欠乏を来して，山出後の成長に影

響を与えることもあるの逼特に注意を要する。

また挿木苗は実生苗に比較して植栽後数年間の成長の

悪いことが一般であるが，これは挿付の際の穂作りと挿

付後の土壌水分などによって，発摂する部位の異なるこ

とによる原因が大部分である。このためには穂作りの際

の枝葉の着生を多くすることと，土壌の保水力を高める

必要がある。したがって用土の水持ちをよくする一方，

挿穂からの水分の蒸散を抑制する必要があるので，グリ

ンナーのような蒸散抑制剤を散布するなども一手段であ

る。要するに挿木の発根を促進して，実生苗と同じ形態

の苗木を作るように努めることが望ましい。

5．植栽方法

樹種の特性と土壌の性質に応じた植えかたをすること

が大切である。つまり植栽木の根系がよく発達して，養

分・水分の吸収腱都合のよいような植え方をすることが

肝要で，いたずらに植栽工程にこだわって，活着の不良

やその後の生育不良のないように努めるべきである。た

とえば樹種毎に根の特性を異にするものであるから，植

栽地点の土壌の形態と性質の異なる毎に，植栽の方法を

工夫して臨機応変の処置をとるべきである。（たとえば

正状植・浅植・深植あるいは盛土植など｡）

6．各種事業の機械化

育苗・地栫・手入等には，それぞれの規模に応じた機

械を工夫し，これらを満度に利用して，能率化をはかる

と同時に，林木の生育を良好に導くようにすることが望

ましい。

7．短伐期による土壌の流乏の防止を計ること

短期間に伐採を繰返えすことによって，地力を低下す

ることについては，誰しも懸念されるところであるが，

これが対策については案外無頓着のようである。林地で

の地力の増進は，落葉が分解して土壌中に腐植が侵入し

てゆくことによる場合が多いが，皆伐を繰り返えすと，

表層土の肥沃な部分が流乏する一方，落葉の堆積するこ

とも少ないので，地力が減退する。また林木が土壌中か

ら養分を吸収して奪い去る分も大きいものであるからこ

の不足に対しては施肥で補なうべきことも当然である。

次に前述の表土の流乏は地力低下に及ぼす影響の最も大

きいものであるから，これをできる範囲において，防ぐ・

ことを考えなければならない。スギ・ヒノキ・トウヒな

§
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宮崎：これからの造林技術の問題点

どの針葉樹の人工林の密林となれば，地床には落莱が堆

積してほとんど雑草類が生育しなくなる。このような場

合に上木が伐採されて搬出されると，地表面を撹絆して

表土を流乏する一原因ともなる。それで伐採数年前に間

伐・枝打などを行なって，林地に陽光を入れて雑草の繁

茂を促しておいて，上木を伐採する際にできるだけ裸地

を生ぜしあないような手段を樵ずることも，地力を維持

する手段である。

江．農業的栽培林業嫁族的経営）の場合

農業経営は古来家族全員が，それぞれの分野に応じ

て，いわゆる家族的協同作業が習慣的に行なわれている

が，林業においてもできるだけこのような方法をとるこ

とが望ましい。つまり作物栽培と同じ手法をもってやれ

ば，能率的であり，かつ技術の向上がはかられる。

1．植栽（林地肥培的植栽）

今までの造林は，耕転・施肥は行なわれなかったの

で，適地の選定が絶対的に必要であったが，肥培的の造

林をする場合には，ある程度の不適地を適地とすること

ができる。しかしこれは労働力や機械力が先決問題とな

るので，その程度はおのずから異なって来る。

また植栽方式にしても，いろいろと工夫すべきであ

る。たとえば地栫などは幾閑期を利用して，冬期から早

春に行ない，できれば植栽する地点の耕転や植穴掘りを

し，この際に有機質肥料や粒状固形肥料などを混入して

おくことも考えられる。もしも前述のように前もって準

備のできない場合には，植付様式の工夫を考えることも

よい。すなわち家族的に労働の行なわれる場合にば，植

穴掘りは最も丈夫な大人なが当り，その後から婦人や少

年が肥料を施してていねいに植栽してゆく。なおできれ

ば肥料や苗木の分配者を配圃すれば至極結概である。つ

まり植栽には一家で，あるいは他家族との共同で作業を

進めることが望ましい。今までの造林では植栽するもの

が，一人で苗木の運搬・穴掘り・植付・施肥をやってい

た。それで植付中に苗木の根を衰弱させたり，施肥など

も困難であったが，一般の農作業のように分業でやるこ

とが，あらゆる点で合理的である。長野県伊那郡喬木村

で好成績をあげている「夫婦植栽」といったものも面白

い方法である。これは主人が唐鍬で植穴を掘れば，妻君

が一本の苗木も愛情をこめてていねいに植栽するので，

活着もよく，その後の成長もよいわけである。

2．施肥の方法

集約的林業を営むからにば，施肥は当然考えるべきで

ある。しかしその施し方は，労働力や地形その他の因子

とにらみ合せて考える必要があるので，一律に決めるこ

となく，できるだけ理想的な方法をとるべきである。そ

こで一応施肥の原則を知っておいて，それぞれに応じて

可能な範囲において，実施すべきである。つまり最適の

肥料は何がよいか，入手できるかあるいは自給的に自身

で作りえられるか，単価ほどうかなどを考えること。ま

た林地という特殊な所に効果的に与えられるか，人手は

どうかなどをよく考えて,それぞれに応じた施肥方法を

工夫すべきである。

施肥の原則

①最少の施肥量で最大の効果を納あるように努める

こと。樹種ごと，年令ごとの根系の張りかたに注意し

て’根によく吸収されるように施すこと。

②肥料成分を土壌中にあまねく分布さ趣根と十分

に接触せしめるような施し方をすること。（ただし造林

の場合は非常に困難であるから，特に工夫を要する）濃

厚な固体肥料ほ完熟堆肥を粉末にしたものと混和して施

すがよい。この際オガクズ堆肥と混ずれば最も理想的で

ある。

③作物の根の深いものは深く，浅いものは浅く施す

こと。

④吸収力の強い土壌に浅く施す時ほ，上層の承に肥

料が存することとなり，作物の根に達しないことがある

から，根の達する深さに施こすようにする。

⑤吸収力が極端に強い土壌では，植穴または根付肥

のように接近して施こすようにすること。ただしこの際

は淡厚な化学肥料臆，肥料焼を起こすことがあるので注

意を要する。

以上は農作物に対する施肥の原則であるが，林木に対

しても’できる範囲において，この原則に近づくように

与えるべく努力する。たとえば植栽する際は折角植穴を

掘るので，その中に元肥として肥料焼を起させない程度

に，しかも十分植栽木に吸収せられるように施こして，

肥効を上げることがまず第一である。②その後，根系の

発達に伴って吸収力が増すので，これに応じて施肥量を

増して行くべきである。この際，特に注意すべきは，植

栽時に多量の化学肥料を植穴に入れると，肥料焼けを起

こさせる危険があるので,6cIn内外の間士をおくとよ

い。または鶏糞．蚕糞．熔成苦土燐肥．燐砿石．骨粉．

オガクズ堆肥・泥炭等を発酵させたものiこ，少量の窒素

系の化学肥料を混じて施こすことなどが望ましい。次ぎ

に植栽後1カ年以上を経過すれば，根系もよく発達する

ので，その発達に応じて施肥区域を広めて施肥量を増し

て行くとよい。もちろんこの際淀は化学肥料の蕊でも結

機である。

また労力その他が許すならば，まず前述のような主と

して燐酸系の肥料を発酵させたものを植穴に入れて苗木

2

《
〉

■

一

ー

-20-



宮崎：これからの造林技術の問題点

手入刈・除伐・枝打・間伐等も，植栽木の成長という

ことをよく考えて，適期に適当に行なうべきである。交

通便利でしかも労力さえ得られるならば，植栽本数をな

るべく多くして，適度に間伐してゆけば，増産がはから

れるわけである。

以上催集約林業について述べたが，要は農作物の栽培

に似た取扱いの方式を示して，実施させて，その成育状

況を見せ，競争的意欲をもたらすようにすれば，効果的

であると思う。スクスクと気持ちよく伸びる状況を見れ

ば，林木に対しても，わが子を育てるような愛情が移っ

て労働の苦労を忘れて，一生懸命に世話をサるようにな

るのは人情であって，労側苦は他からながめるようなも

のではない。霞た古来ウルシや桐の植栽のように肥培の

仕方が体系づけられてきていたならば，スギ・ヒノキも

従来のような植栽形式はとられなかったと思う。

Ⅲ、専業者による企業的林業経営の場合

企業的に大面積に林業を経営する場合にば，今後問題

となるのは労働力であるから，いかにして労働力を少な

くして，増収をはかるかということとなると思う。一般

に林業経営は自然力に負うところが大きいので，できる

だけ自然力を活用するように努めるべきである。

1．適地の選定と更新法

適地を厳選して適樹を植栽するを原則とし，人工植栽

にあ萱り適しない所はつとめて天然で更新せしめて，そ

れを人工で保育につとめるようにすることが肝要であ

る。ことに奥地の交通不便な所や亜高山ないし高山地帯

のような特殊環境地域は，まずつとめて天然稚樹の育成

をほかり，天然に生育していない所には人工で補う程度

の植栽が望まれる所もあろう。これらの地域をはっきり

決めて，無駄のないようにすべきである。また植栽する

場合にも，特殊な環境地域の生育に耐えられるような健

苗を選び，植栽方法に対しても十分に考慮する必要があ

る。大面積を皆伐して画一的に造林することは，気象災

害を受けやすいの承ならず，病虫害や動物害をも受けや

すいので，注意すべきである。

2．林地肥培（集約的に行なわれがたい場合）

生産力を増強するためには，優良品種の植栽と相まっ

て，肥培することがまず必要であるが，労働事情によっ

て前江項で述べたような集約な方法は，とうてい望まれ

ないのであろうから，前者の場合よりは多少成長はおく

れても，できる範囲において効果的な方法を選ぶべきで

ある。この際林地で当初に施肥する分を苗畑において苗

木に十分吸収せしめて，山出することも考えられる。そ

して施肥方法にしても，植栽当年は十実した優良苗を丁

寧に植付けて（つまり無施肥で植栽して)，その翌年側

を植付け，最後の土掛けをする前に，輪状に粒状固形肥

料室たは化成肥料などを，根に触れないように施してお

いて，最後の土を掛けて踏象付けるなども生理にかなっ

た方法である。

なおここに注意しなければならないのは，植栽当初に

表層の象に施肥をすることは，当初の内の肥効ほあるに

しても，表面にの承に根が集まって発達するような傾向

をとって，根系が地中深く侵入することが，はばまれる

おそれがある。スギなどでばああ程度深く根が入ること

が，水分吸収などの点で望ましく，浅根性となるこは将

来の成長に対して懸念される。

現在一般に施用せられている施肥基準量は，1本当り

窒素成分で8～109,燐酸4～59,加里49とされて

いるが，植栽当初にこれだけ与えても，苗木はその大部

分を吸収する能力がなくて，無駄であるばかりでなく，

化学肥料の象では肥料焼を起させる危険があるので，こ

の点は特に注意を要する。集約林業にあっては，当初は

少量に根付肥に重点をおいて施肥し，その後根系の発達

に応じて施こす範囲を広めて，二回・三回と量を増しつ

つ回を重ねる方がよいと思う。

森林土壌は長い間植生の影響を受けて自然に放置され

ているので，反応も各種のものがある。とくに酸性の強

い土壌では酸度を矯正する必要がある。しかるに現状で

ば施肥する場合でも，一律に一定のI畔Iを施しているの

が一般であるが，今後は注意を要する。すなわち少なく

ともpH価4.5以下の所では炭酸石灰を施すとか，肥

料にしても酸性のものは避けて，中性またはアルカリ性

のものを施すとか，樹種毎に立地毎に考慮する必要があ

る。

古来山間地方で行なわれてきた木場作なども，集約林

業にとっては股もよい方法であるが，この際は必ず施肥

することを原則とすべきであって，昔のように略奪的の

ものであってはよくない。

つぎに長期間を通じての林業的施肥法としては，当然

農作物と異なる。すなわち植栽後5～6年までば1～2

年おきに継続的に施肥することが効果的であるが，林冠

が閉鎖後落葉・藩校が堆積して腐朽分解してゆけば肥料

分を自給できることとなるので，あえて継続施肥はしな

くともよいと思う。しかして間伐後（15年目内外）と伐

採の4～5年前にほ施肥するとよいようであるが，これ

らについては今後の研究問題である。

なお労力関係で前述のような施肥方法がなされがたい

場合には，次項で述べるような植栽後1年位経過して，

側方から施こすことがよいと思う。

2．手入・間伐その他

§
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宮崎：これからの造林技術の問題点

方から輪状または半円状あるいは3～4カ所に穴をあけ

て施こすがよい。また運搬作業の容易でない所は，なる

べく軽くて，含有成分率の高いもので，しかもできるだ

け肥効の長続きするものを選択して施すなども一方法で

ある。たとえばウラフォルム系のスーパー窒素やスーパ

ー赤（⑬肥料）などが，今後は使用されることとなると

思う。もちろん労力が許せば，前項で述べたような植栽

当初に，発酵有機質肥料と少量の化学肥料を混じたもの

を，植穴に施すと同時に，輪状に化学肥料を施す方法も

とられるとよい。なお施肥は，できれば一回にとどめず

数回に分施することが望ましい。

3．手入その他

手入刈は労働力の関係などで，機械力の利用が望まし

い。また天然生育地の除伐については，入念に行なって

天然放任にならないようにして，人工林と同じような林
に導くべきである。

むすび

以上将来の造林技術問題について，林業基本対策が実

施される前提のもとに述べたが，技術を論ずる前にいま

一応従来の技術なるものを反省する必要がある。誰もが

技術の向上に努力されていながら，植栽後の枯損や成績

不良地が案外多い。これは技術ということが抽象的に進

承実際に行なわれていないためであると思う。宗正雄氏

がその箸「栽培学」の序文に，「農学を修め技術指導に

当り，あるいは農業技術員として役立つ者でも，農業の

実際は一生知らずに終るものが少なくない。いやしくも

農業技術員として立つ者は，臨床家が1カ年インターン

をやり，さらに国家試験を受けるのと同様にしたならば，

実地を体得し，農学と農業との結び付きができ技術渉透

も徹底する日が来る」と述べられているが，林業技術も

正にその通りの点がありはしないだろうか。どこまでも

科学的の理論を実地に生かした技術が確立されなければ

ならない。

（36．2．5）
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を高く維持する:ためには，根の発達の十分な条件のとこ

ろを選択することが重要であることが考えられる。しか

し，土地の条件があまりによすぎる場合には結実の時期

がおくれ，結実の量も少ないので避けねばならない。か

かる見地からアカ，クロマツはそれぞれの中庸な土壌条

件のところに設けるべきであろう。他面，清悪な土壊条

件のところに植栽されたアカ，クロマツは着果の年令が

早いが，球果もタネも小さく，採取期間も短かいのでb

それを避けなければならない。また清悪な場所で採取し

たタネからできた苗はたとえ素質がよくても苗が小さく

養苗中に病虫害にかかりやすい場合も考えられるので避

けねばならない。要するに採種園は成るべく球果もタネ

も大きいものが得られるように，樹幹と枝条に十分な勢

力があるようなかなり栄養条件のよい土地のよい所を選

ぶの力;重要である。

アカマツとクロマツとでは環境条件に対する要求度が

違い，しかもアカマツでも産地系統を異にすることによ

って葉，根などの内部瀧造や生理条件を異にするので，

それぞれの産地系統のものの中心郷士のところに採種園

を造ることが望ましい。と考えられるが，その地形，地

質，気象環境に十分注意を払い少なくとも現地適応試験

地を設ける場合の心職えで行なわれなければならない。

アカマツは九州などの温暖な地域では，なるべく内陸地

帯の高海抜の所に押しあげ，クローマツは海岸の低海抜地
帯に設けるような考えがのぞましいものと考える。それ

はクロマツの気孔は強く陥入して溝り，樹脂溝の位隠も

中位にあるので外囲の乾燥，風，などの条件に強く，潮

害にも強いが，アカマツはこれと反対の瀧造を持ち，そ

れらの条件に弱いからである。ク唇マツは枝が太く皮が

厚く，根も丈夫であるので砂質の土壌の所でよく生育し

乾きにも強いが，アカマツはこれと全く反対の性質すな

わち枝は細く皮もうすく根も細く繊弱であって，地表空

気層が乾きやすい砂質の裸地状態の所では非常に成長が

おとろえ2次的に病虫害が発生しやすい林となり成林が

諸ぽつかなくなるのでなるべく避けなければならない。

そしてなるべく水もちのよい微砂質，または重粘な土壌

でその表層に根の伸びやすいような地被物におおわれた

ところに設けることである。採種園を設ける場所でのマ

ツの成育状態のいかんは台木の仕立の高さに違いを生じ

,台木の整枝剪定はもちろん,その更新の期間にもまたタ

ネの採取量にも影評してくるからである。アカマツが温

暖な四国や九州にいけば海抜高の高いところに現われて

来ているのはこの性質の現われである。篭た西日の強い

西南斜面によい林分を多く見受けないので，あまり西日

の強い乾く所はさけねばならない。また谷間の縦地臓湿

度が高すぎ，日当りも悪く，風も停滞しがちであるの

で，自由に交配しやすい条件のところとは考えられな
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アカ，クロマツの品種改良事業を遂行していく上に最

も重要な作業の一つはタネとり母樹の仕立かたである。

アカ，クロマツの母樹林の設定条件で優良な林に，球果

を多くつげさせることは可能であるとしても，林業の新

しい経営の中に入れられた技術というには球果の採取に

経喪がかさ承すぎてそれはあまりに従自然的な樹形であ

って技術的にみてかんばしいものとはいいがたいので，

種苗の生産の上からいろいろの弊害が生まれている。こ

の面からも採種林の樹形の改良が注視されて来ている

が，このタネとり母樹の仕立かたは，精英樹から採種園

を設定する場合に最も重要である。このような時期に中

途半端な母樹仕立の樹型について私見を述べることは迷

を深める心配もあるが，全く見当もつけえない人左がこ

の間題挺取り組む場合に，足固めとするには役に立つこ

とが多いと考え，現在の段階で役に立つと思われる実例

を中心に，いままでの研究結果を加えてこの問題のあり

かたを示すことは参考になるものと考える。本文はさき

に静岡県林試で開かれた林業試験機関関東地区林試協議

〃会の育種部会の席上で話したことを中心にとりまとめた
ものを取り急いで報告することとしたものである。

1．母樹林を仕立てる場所の選定条件

アカ，クロマツのタネとり母樹の仕立かたは，果樹の

場合と同じく，いろいろの理論の上に組立てられた技術

でなければならない。そこでアカ，クロマツの性質を見

ることが必要となるがアカ，クロマツともに陽性が強

く，成長が早く，しかも針葉，球果，材の各部にテレピ

ンなどの高級脂肪酸類を多く含む特徴のある植物である

ので，炭水化物などを多く含む果樹と体内の生理機構が

全く異なるものといえる。したがって樹形の瀧造はもち

ろん，それらの樹に球果を着生させてダネを採取するタ

ネとり母樹の枝の整桟剪定に当っては異った見地に立

脚して考察しなければならないことがうかがわれる。農

作物の甜菜油脂植物は根の成長，特に，その垂直的な分

布を大きくすることに重点をおいているのは，重要な意

味があることであって，マツのタネとり母樹からの収量

全
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石崎：アカ，クロマツのタネとり母樹の仕立かた

い。より好ましいのは，わずかな傾斜をもった東南，南

斜面とすることである。具体的には主風の方向，周囲の

林分などいろいろの条件をあわせて考えなければならな

い。周囲に在来のマツ類がないことももちろん重要なこ

とである。、

2．アカ，クロマツのタネとり母樹の樹型

果樹朧果実を採取する目的で盃状型，主幹型，関心自

然型，変則主幹型などの様式が考えられているが，ア

カ，クロマツのように枝ののびの強いもののタネとり母

樹の仕立かたの樹型においては主幹型と変則主幹型と関

心自然型であって盃状型はマツの人工または天然林の自

然の樹型を見てもほとんど現われて来ないので，全く見

込承ないものと考えてよい。（写真1～3参照）また，

アカ，クロマツのように枝の伸びが早く，しかも向日と

背地性の強いものを盃状型また嫁開心自然型でひろい角

度をながく維持させておくことは不可能であり，それに

立ち枝のようななり枝を剪定もぜず数年間，続けて着生

しておくことは不可龍に近いので，まず見込蕊がないと

考えてよい。庭木の門冠りなどで水平にはわせている枝

は成長枝を，毎年剪定しており全く結実するような枝を

着けさせていないのである。そこでアカ，クロマツ類の

タネとり母樹の仕立かたの樹型としては主幹型と変則主

幹型の二つがあると見ることができる。アカ，クロマツ

は樹形が違うので自然の樹形を基にして主幹，変則主幹

にわけるときにはアカ，クロマツの場合には全く逆の形

となるが，そのような分けかたは混乱を来たすおそれが

あるので，両種を通じての表示を考えて第1図の通りに

分類することとした。次ぎにこの二つの場合の樹型につ

いて見ることとする。

が考えられるので，野外での実例を求めていたところ鉄

道沿線の障害木，庭木，農地障害木，防風林内の障害木

などで種々の材料をうることができた。股もすぐれた材

料としては，神奈川県藤沢，小田原，兵庫県明石，山崎

などで承られたものであり，その中でも兵庫県山崎の農

地障害木がきわめてよい樹型を現わしていた。しかも利

用価値も高いとみとめられるのでその樹型を中心に種食

の調査を行ない，いままで断片的に試験，槻察を行なっ

た結果とあわせて考察することとする。

現地で求めた変則主幹型仕立かたの種疫の樹型を整理

して模式的に示せば第2図（写真5参照）の通りであつ
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第2図変則主幹型仕立かたの一模式図

て，高さは7～9nlであって胸高直径24～36cm,台切

の高さは約6～8znであって枝下高は1.80～2.60m,

樹冠の巾は4.30m,枝階高は4～7階，各階の主枝平

均の本数は3～4本の範囲にあり，主枝の直径は下部付

近が10～15czn,上部は4～7CXn,分岐角度は下部で

80.,上部68．で上部に行くにしたがって枝角が浅い傾

向を示している。枝の本数も上部に行くにしたがって多

くなり直径も小さく枝階の距離も次第に小となる傾向を

示している。

マツの仕立かたにあてはまる変則主幹型はその樹型に

よって傘形，円頭形，自然形にわけられるが，兵庫県山

崎町でのその樹型は写真4に示しているとおりであって

このような型はおのおのその導きかたが違うことが考え

られるが，円頭型と扇状型とは初めの導きかたは同じと

象てさしつかえない。ただ高さ，枝階数主枝の長さ，

角度などの骨格要件のうち，主枝の長さが最も違い，梢

頭の鐡膠をそなえる時期が違うことである。前に示して

ある写真は全く偶然にできあがった形態であって，初め

からタネとり母樹として仕立てる場合にほもっと理論的

に考察しなければならない。しかも枝下高，樹高，台切

の高さ，なり枝の育てかたなどを注意深く吟味してより

樹高を低め，藩花の時期を早め蔚花趣を商めて，毬果の

採集にもまた病虫害の駆除などの作業にも容易な型にし
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ア刀マツ

クロマツ蓮もIﾆよい

第1図アカ，クロマツのタネとり母樹の

仕立かたの樹型

a，変則主幹型

変則主幹型とは枝条の伸びのつよいクリ，モモなどに

ついて主幹から主枝を出させて，その主枝に結実枝を多

くつけさせ収熾を高める方法である。マツ類のような主

幹や枝条の発達の強い樹種の母樹仕立の型にはこの方法
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石崎：アカ，クロマツのタネとり母樹の仕立かた

なければならない。そこでこの鹸終の型を導き出す途中

の過程をもう少し合理的に組立てて承ることにする。

アカ，ク戸マツは節間成長を行ない，その枝は6～12

本であり初めの間はその主枝相互間に優劣がないが,そ
のおのおのの枝の中に成長の優劣を生じて次第に本数を

減じて来て，やがては2～3本あるいはまた全く落枝し

てし薑い，その早晩によってマツの樹型の変異が現われ

て来るわけである。しかしながら，壮令時代の樹型は円

郵彦変則主幹型を示しているものが股も多いので，その

ような型に導くことはきわめて簡箪である。この樹形に

導くにはあまり早目に台切を行なわないことである。こ

の実例でわかるとおり植栽された苗を3枝階の高さまで

伸ばしてその高さに達したときに新幹の新条の部分を剪

定するぐらいの程度ならば無理がないものと考察する。

3枝階までの各階の高さをどうするかは，むずかしい問

題であるが成長をおとろえさせぬためには次第に距離を

ちぢめることであるが，土地の条件がよくわかり，成長

ざかりのときには，かえって成長がよすぎて徒長を防ぎ

得ない結果ともなるので，そのような内部条件がわから

ない場合には，同年令で同間隔を保つようにすることで

あろう。兵庫県山崎町のものの樹形が臆ぼこの状態を示

しているのは意義が深いものといえる。

第1階主枝までの高さは，仕立かたの考えにいろいろ

の根本的な問題が伏在している。第1階主枝の高さを低

くすることは，その樹の樹勢を永く保持する意味におい

ては好ましい樹形が，球果の職を高めるには好ましい条

件とはいいにくい。この事実ば果織簡錬類などで熟と

められていることであり，マツ類でも枝下高の高くなり

やすい性質のものに球果が早く着生する習性を認める。

そこで第1主枝の高さを決定するにはその樹の性質を十

分に知ると同時に，更新と球果採取の期間，仕立ての作

業の難易などについて十分に吟味した上で決めなければ

ならない。

タネとり母樹を仕立てる場合の更新期間は，母樹の寿

命をやや犠牲にしても早目に結実させて結果をうる方法

と，あく童で正常な1世代の多収穫を目標とするいき方

との二つの方法があるが，育種事業の当面の事業に適合

する行きかたは前の場合に重点をおくことが好ましく，

造林事業用の場合ば後者に重きをおくことであろう。
一

次に環境の上からの要請での制約条件を見ることとし

て，まず土壌の上からみれば，その条件によって根の深

さ，樹高，節間の伸びなどが決まって来るので，仕立て

の高さも第1主枝の高さもほぼ決定されて来るが媛後の

決定は事業実行の上から，すなわち，整枝，剪定,球果

の採取，交配，病虫害駆除などの上から吟味を行なっ

て決定することである。一般的にいえば前者の場合は

1.20～1.50mの範囲となり，後者の場合にはなるべく

低くし，しかもたびたび幹の新梢を剪定して節間をちぢ

め幹の年令を古くして枝下高も低く1.20m以下として

枝角は60～80°にややせまくすることであろう。この

場合の完成樹形は前の場合と変わりないものと考えられ

る。現地ではこの前のいろいろの条件とその木自体の性

質’すなわちそれぞれのク戸一ンが自然状態で何年目に

どの枝で結実を初めるかが重要な基準となり，それを個

灸のク鱈一ンにわたって知り，個灸のクローンの性質に

適合した方法で行なう結実の促進を行なうことである。

ある場合には第1枝階の主幹枝はなるべく取り除き，め

かきの必要な場合が生ずることもあるものと考察する。

第1枝階の主幹枝臓1～2本を主枝として育てるように

し，それ以外のものは球果を採取しながら次第に根元か

らとり去るようにする。第2枝階からの主技の養成も第

1枝階の主枝の場合と同様にその位置のいろいろの条件

を考えて行なうべきで節間が伸びすぎるときには摘葉，

葉の一部の剪定をもあわせて行なうことである。第3枝

階から上には主幹枝の延長の必要を認めたとき，徐食に

前とにた距離のところに枝階を設けることである。第1

枝階から第3枝階にいたる各枝階の主枝の数ば漸増する

ようにする。そして各枝階間の距離は上にいくにしたが

って短かい方が望ましい。各枝階毎の主枝の数は，初め

から目標を定めて行なう場合と徐凌にタネを採りながら

適当の時期に目的以外のものをとり徐いて，最後に目標

の枝のみに整理する場合とがあるが，ほぼ形を整えて採

取しながら目標のものに仕立てる方が安全でこのましい

方法と考察する。

b.主幹型（自然型

変則主幹型についてはまえに述べたとおりであるが，

樹が高台式の主幹型仕立かたに適している場合もあり，

そのような仕立かたも考えられるので，次ぎにそれにつ

いて染ることとする。写真の6はその自然樹形の実例で
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石崎：アカ，クロマツのタネとり母樹の仕立かた

ある。いまその樹型を模式的に示せば，第3図のとおり

であって，第1主枝の高さは1.40mで枝角48｡,根元

径16cm,第1主枝の第1側枝までの長さは160cm,

その分岐角48．，第2主枝は第1主枝より1.20m上に

あってその大さを主幹に対する割合で示せば13cm/28

cmであり，分岐角50･であり，さらにその上に1～2

階の枝をつけさせ最頂部の部分はほぼ70.内外の枝を6

～9本持ち，その中の一部が主軸に変わる状態を示して

いる。この桜哩のものは最上部分に球果が多いが，中心

部がかなり徒長しやすい性質があり，第1，第2主伎と

もに下枝の部分にあまり多くの球果を認めないが，これ

はその樹の性質によるか，猿型による剪定のまずさによ

るか明らかでない。この樹の誘導は，第1枝階の第1主

枝をある予定の形に育ててから第2枝階の主枝にいく場

合と，第1，2枝階を一時に育てて第3枝階にすすむ場

合，または童えに述べたとおりに第3階までの形をあら

づくりして第3枝階のところで剪定する場合といろいろ

考えられる。しかし，それは樹勢，更新期間，採取目標

などにしたがって，いろいろの違った過程のものを選択

すべきことであり，個灸の現場で決まって来る問題であ

ると考察する。

3．なり枝の形とそのつけかた

アカ，クロマツの枝の種猿別の表示の方法については

第4図に示すような方法が考えられる。このような方法

定を行なうことであろう。しかしながら，どのような枝

術でも初めから完全なものはない。すすめながら改良を

怠らないことが重要である。また技術は，それぞれの目

標をもち，その目標がその時期によって変わって来るこ

とも考えられる。この意味から現在の状態での結果，枝

のつけかたを述べることも意味のないことではないもの

と考えられる。そこで自然状態，または庭木その他の目

的で一部剪定と整枝を行なったアカ，クロマツの材料を

用いて，なり枝の性質を調べた結果を述べることとす

る。

アカ，クロマツの雌花の着生の位置と枝の成長状態は

第5図に示すとおりであってこの結果から分岐の数は両

I

《
三

α5年生技

前々 竿

卑
令

⑥砥花666

斑亨厘13縦の長試、）

…②-臥掻の年今

C・‘1年生技

yl幹

第5図なり枝の形態の2～3

側に分枝する，いわゆる連軸の梢頭に雄花をつけやすい

ことを知る。アカ,クロマツの芽生の葉は単葉であるが，

やや成長すると長短両枝の別を生じて，毎審伸びだす新

条は長枝であってこれから多数の葉が分岐されるがそれ

は一つの短枝である。これ等の短枝はその基部に鱗片を

重ねており，その中に葉を対生させているので雄花，雌

花ともに葉と同様に短枝の中に入れることができ，ただ

その位置が雌花は新梢の頂端に，雄花は新梢の下部に発

生する習性をもち，しかも，雌花は樹冠の上部に，雄花

は下部に着生する習性をもつ。雄花と雌花の藩花とその

発達の促進の条件はかなり違い，雌花は雄花に比べて成

長力の旺盛な所が望ぞましい条件とすることができる。

このことから技の幹が太く，各年階の長さが長くて枝条

の年次別の重鐙成長量がやや漸増型であることが重要で

あって，そのような枝は2年～3年生で多く藩果し3～

4年生のときに採取することとなる。したがってなり枝

は3～5年生の枝を蒲けさせて，それがうまく発達して

完熟しやすい条件に導いてやることである｡マツは着花

から結実まで2年を要するので，同次の枝で次のなり枝

源

一

ｰ
技

制枝

g.10

枝

側6技

第4図アカ，クロマツの枝の分類の実例

によって示せば着花の位置を明らかに示すことができ

る。マツ類の着花の習性を見るには，童ずこの方法で，

自然状態のもののその個樹の着花習性を知ること力鑿本

である。また，それと同時にその部分別の枝の分岐習性

と成長状態を十分に知らなければ，その木に適当した鎧

適の方法を決めることはできない。精英樹などはことに

枝の位置別の伸びの状態を把握することが重要であり，

精英樹のタネとり台木はこの過程をへて合切と整枝，剪

－26－
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石崎：アカ，クロマツのタネとり母樹の仕立かた

の養成のために剪定整枝などを行なう繰返しの年次は隔

年間隔が適当と思われ，初回は3年生の4月中旬頃の若

芽のときに軸の根元に近いところで剪定することが考え

られる。側枝を剪定した場合の枝の発達状態ほ写真7の

主軸を害された場合の側枝の発達状態で知ることができ

る。この場合側枝を何本どのように育てるかは，そのと

きの側枝の数と樹勢によって決めなければならない問題

であるが，一応，なり枝を育ててタネをとり，それから

次第に本数を減らしていって主枝に適応した側枝に仕立

てるようにするのがすじ承ちであろう。2年間隔の中間

の枝階の枝は2年目の秋球果を採取すると同時に枝のつ

け根から剪除する。要す了るになり枝は常に栄養条件に恵

まれるような条件におくことが最も重要である。なり枝

をふやすには，なり枝の性質を持つ枝を樹冠の各部分に

均等に発達させることであるので，それには枝や葉が接

触しないように注意し，そのようなおそれのある場合

は，枝葉が十分に発達するように側枝の数を制限して切

りひらき，つねに光を十分に与えて均等な枝の伸びを守

ることである。（第6図写真4の右端参照）

-------．{翻定の{Ⅱ豊左鴬L
A‐一は新梢の剪定

①＠@----1鰯定年預(ただLII姪ｵ雲3年の新藤基礎とする）
○----こある'よ希辱沁翌藷がのびる同噸宝を竜味する#p

V-Vr---さ脇るば5年目患這“雫目の湫鵬豊菩芽がのびる
同傷潅を窓雰する

第6図アカ，クロマツのタネとり母樹の

枝の剪定順序の一例模式図

結実によい条件としてばいままで多くの人禽によって

研究され,c/N率を重視されているが，同様の理論は

このマツのタネとり母樹のなり枝をつけさせる場合にも

あてばまるものと考えることができる。ただマツの球果

の着生位置は梢頭の新条の部分の先端であって，しかも

一般の果樹とかなり違った発生と生育の機構をもってい

る。マツの球果の発生の条件はその前年の針葉内に蓄積

されている養料に強く支配され，糖の量が多くてそれが

脂肪酸に変わりやすい条件をそなえていることであると

考察されるが，このような条件の枝は主幹または主枝か

ら分岐した2年の梢頭の部分であり，それもその母枝が

恵まれた条件にある場合であり，分岐角も浅いことを条

件とする。要するになり枝は主幹またほ主枝を栄養条件

のよいように保たせておくことが重要であって，そのよ

うな条件を作くるために若い時代に十分の肥培管理を行

なって，体内に栄養を蓄積させるような条件をそなえさ

せておくことが必要である。剪定，整枝も3～4年生の

栄養条件に恵まれた勢力のよい枝を次次に着生させるよ

うに育てることであって，その考えからも同じ枝では2

～3年の間隔をおいて剪定することが望ましいものと考

察する。

マツの雄花の着花の位置は第5a図の5年生の枝に示

されているとおりに雌花よりも成長のややおとろえた軸

に近い下部にあり，交配をうまく行なわせるにはそれら

の花の位置と数量をうまく配置するように考えなければ

ならない。タネとり母樹の仕立てには，この雄花の着生

条件と着花の習性を明らかにしなければならないが，山‘

崎の結果からみれば3～4年生の枝を着生させることに

よって雌花と同時に雄花を着花させることを知ることが

できたので，この点からも3～4年生の枝を着けさせる，

ことの重要なことがわかる。

むすび

以上でアカ，クローマツのタネとり母樹仕立の1実例か

らその導きかたの概要を述べたが，骨と肉との結び付き

が重要であるにかかわらず，その間にきわめて多くの基

礎の問題が介在しており，しかもその実行の技術もいろ

いろにわかれて来るので，その個食の場合の説明は紙数

と資料の関係で割愛することとする。要するにアカ，ク

ロマツの採種園のタネとり母樹の仕立かたの樹型はその’

マツ類の着花，花芽分化の機構と習性を熟知して，体内

の栄養生理の上から解明し，かつそれを人工によって管

理することができるかどうかの問題である。このこと

は，種盈の問題の基礎的な研究といろいろの誘導の方法

とを同時にきわめていかねばならぬ緊急の問題であり，

その研究の要点を明らかにしようとしたものである。ア

カ，クロマツは，雌雄花の着花の位置が違っておるので

精英樹個体相互間の交配をうまく行なわれるようにする

には，雄花の量とその着花の位置をどのように調節する，

かの問題が重要であり，雌花との交配の公平な機会をも

考えることが重要である。そのような目的を果すために

は，アカ，クロマツ類のタネとり母樹の仕立かたでは樹

型と樹高をそろえ，しかも四方に平等に枝の発達をさせ

－27－



石崎：アカ，クロマツのタネとり母樹の仕立かた

写真2円筒形変則幹型に近かい樹冠の形態

を示すクロマツ林分（水戸署東海海保人工林16年）

▲
Ⅷ

写真1傘球変則主幹型に近かい樹冠の形態を示す

アカマツ林分（水戸署東海海保人工林30年生）

《
一

↓↓↓↓↓
傘型変則主幹型円筒形変則主幹型主幹型

主幹
型

写真4タネとり台木としてのいろいろの形の1実例
（兵庫県山崎アカ，クロマツ約35年生）

⑥

↓↓↓↓
自然円筒開心傘型

写真3傘，円筒，開心，自然などのいろいろの樹
冠の形態を示すマツの林分(水戸署東海海保，天然）

一

寸

写真5円筒形変則生幹型の樹形（兵庫県山崎約35年生クロマツ）
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石崎：アカ，クロマツのタネとり母樹の仕立かた

ー

聖

写真6幹に害をうけた場合のその後の幹と枝の

発達状態（水戸署東海人工クロマツ7年生）

やすいこの変則主幹型の形式がすぐれているものという

ことができる。しかしながら，この結果は温暖地方の成

長のよいマツを対照としたものであって，東北地方や関

東地方に属するもので枝が細くて多く，やや開心型にな

りやすいアカマツに適合するかどうかはわからない。ま

た理想からすれば，もっと樹高の低い仕立かたがより望

ましいものと思われる。そのような場合には摘心，寮た

は幼時の低軸からの台切ではるかに樹高を低めることも

考えなければならない。この変則主幹型の仕立かたとい

えどもいろいろの場合があるので，そのどれによるべき

かは，いろいろ条件の違うところでいろいろの性質の違

写真7円筒形変則主幹型の樹冠に着生しているなり枝

の形と毬果の着生状態（兵庫県山崎写真5の上部）

う樹についていろいろに実行してみるより他に方法がな

いものと思われる。わずかな資料と経験でこれ以上の推

論を行なうことは，誤解を招くおそれもあるのでここで

筆をおくこととする。各地でそれぞれの観点から，それ

ぞれの樹に最もよく適合したよい技術を組立てられるこ

とを希望してやまない。この報告はあく葦で一つの実例

から変則主幹型の仕立かたを試承ても成功する見通しは

あるということを示したまでのことである。各地でさら

によい方法を研究されることを望む次第である。終りに

兵庫県林試前田千秋技師の協力を得たことを厚く感謝す

る。

スギ赤枯病の予防には

特許黄色亜酸化銅粉剤2号を｡〃
1．薬効数年に亘ろ林業試験場の実地試験の結果次の如く其の薬効が認められている。

薬効はボルドー液に匹敵する。

文献林業試験場研究報告No.52.62.8182.

前林業試験場樹病研究室長野原勇太氏著スギ赤枯病の防除

使用この利点（1）調剤の必要がないから簡単に実施出来る。
（2水を使わないから水利を考える必要がない。

（8）使用には天候や時間を選ばない。液剤は降雨中，朝霧時等の使用は不適当
であるが，本剤はこのような時にも効果的に使用出来る。

（4）使用中途で中止しても薬剤が無駄にならない。
（5）展着性，残効性は良効で薬害の心配は全然ない。
（6）薬価はボルドー液の約2倍であるが労力は約10分の1で済む。総経菱は
約2割節減される。

3．適用病害スギ赤枯病，反当1回3～6冠。馬鈴薯，トマト疫病，反当1回3蕊。

4．使用法撒粉機によって其の侭撒布する。BHC,DDT等との混用も可。

5．価格3斑入1袋24斑入,髄(3遜入8袋木箱諸)2,器:ﾂ}運賃本社負担(但し日通配達区域内）
説明霧さしあげます。

発売外林産業株式会社東京都千代田区六番町七番地
（東北共同化学工業株式会社製造）

－29－

L

尋■デーも

〃

、



、

越える山灸が深い山系をなしている。林況は表日本，裏

日本両者の気候的影響を受けて植物の種類に富承，いま

なお原始林的林相を保っている部分が多く，裏日本系

（伏条性）天然スギと，広葉樹（ブナノキ，ミズナラ，

ミズメ）などの混交林からなっている。これらの森林は

冬期深い積雪におおわれ，1～3mに及ぶ。1～2月より

4月の長期間にわたり積雪するので，この期間が絶好の

クマの猟期ともなる。雨量は年間3,000mmもあり，

秋季の連日のしゅう雨，夏季の雨はスギその他の林木の

生長によい条件をあたえるのであるが，これが反面，ク

マの棲息に絶好の場所ともなるのである。

3．芦生地方におけるクマの生態

当地方に棲息するクマは二つの型にわけられるようで

ある。すなわち地グマ，移動しないもので月の輪がはつ
丑

きりしていて，毛が黒色で短かく,751轌位の大きさま

でのものが多い。移動グマ，月の輪にきれめがあり，毛

が茶褐色をおびてきたない。一名波りグマともいい，

130嬉位までのものが多い。捕獲されるクマの大きさは

大体15kg位から1301電位で,75kg位のクマが多

山､。

1）越冬準備および越冬

、～12月にわたりあらかじめ越冬する穴を見つけて付

近のスギ，ヒノキなどの表皮（荒皮）および広葉樹の小

枝を穴の中に持運び丸く敷きつめる。穴の入口の大きさ

は大体20~25crn位で,751鰹のクマが入ちことがで

きる。越冬する場所はスギ，クリ，ナラ，ブナノキなど

の根株の空胴となったもの，あるいは岩壁などによく根

を張って穴延なっている所で，(1)日当りがよく，②積雪

量の少ない，雨，雪が穴の中に入らない。(3)入口が狭

く，奥が広くて暗い穴。仏)人および犬などが近よりがた

い場所。が選ばれている。越冬期間は1月中旬～3月中

旬ごろまでである。

2）出穴

融雪する時期，すなわち3月下旬～4月上旬にわたり

1頭だけのもの，特に雄グマが出穴し始める。雌の仔持

ちグマは少し暖くなった5月中旬頃までは出ないものも

いるようである。仔持ちグマは出穴後は越冬するまで一

諸に行動する。クマは母性愛が強いので，人会が仔グマ

を見つけていじめた場合など一番危険であるから注意し

なくてはならない。

3）食性

雑食性でカニ類，昆虫類，果実，樹液などを好んで食

べる。

※春，夏？穴より出た当時は木の芽（ブナノ

キ，ナラなど）カニ類を食べる。その後は蟻，蜂

（スズメバチ，ツチバチ，ミツバチ（野生種)）竹の

子（根曲竹）バライチゴ，クマイチゴ，ミズキなど

クマによる

林木の被害
日

佐々木功・鬼石長作・登尾二朗

1．はじめに

本州に棲息するクマはツキノワグマ(Ursustoro-

quatusjaponicus)で，このクマによる森林の被害は以

前よりあったのであるが，般近，特にその被害が大きく

なっているようである。これは近年クマの胆の価値がさ

がり，クマを捕漉する猟師の減ったことが媛大の原因で

あろう。クマは主に針葉樹（スギ，ヒノキ）と，広葉樹

の一部の樹種の樹幹周囲を，樹液の流動の活発になる時

期に剥皮するのでそのために枯損，または材の一部を腐

朽させて利用価値を低下させる。その被害樹種などにつ

いて調べられたところによると，地方によって違うよう

である。たとえば，森《'）の調査によれば2ヒノキ，ス

ギ，モミ，マツの順に被害が多く，山本《割によれば，以

上にクリ，ナラ，シデなどの順に被害があるといわれ

る。また鈴木胸'などが，滋賀県朽木村で調査した結果，

ス孝を主としてモミ，ヒノキ，ヒバ，マツおよび広葉樹

の一部の順に被害があるという。

京都大学芦生演習林も前者18)の調査地に隣接した地区

であるが，その被害はスギが主でヒノキ，クリ，モミ，

カラマツ，サワグルミなども被害がある。芦生演習林が

設置（大正10年）されてから，約120頭位のクマを捕

獲（付近の民有地ではかなり捕渡している）している

が，いまなお大きな被害がある。そこでクマの被害につ

いて，主として芦生地方に棲息するクマの生態と，スギ

天然生林，人工造林地についてどの程度の被害がある

か，また材におよぼす影郷などについて調査した結果を

述べて承よう。調査に協力して下さった京都大学芦生演

習林技術員，石原寛一，柴田正善，登尾久嗣の三君，お

よび職員のかたがたに厚くお礼申上げる。

2．調査した芦生演習林の概況

本調査地は日本海に注ぐ由良川の上流で，京都府の最

も奥地である。福井，滋賀の両県に接し，海抜約355m

から959mの地域を占めている。林内には三国岳(959

m)を初め，プナノキ峠，傘峠，天狗峠など900mを

一
三

守

《
‐
》

筆者・京都大学腱学部附属演習林
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佐盈木・鬼石・登尾：クマによる林木の被害

の果実，昆虫類を食べる。

※剥皮：針葉樹，広葉樹の樹液の流動が活発に

なってくる5月下旬頃から剥皮し始めて，7月いつ

ぱいまで剥皮するようで，股も激しく剥皮するのは

6月中旬～7月中旬である。夜明けより日中にかけ

て剥皮てし歩く。

※秋：ナラジクリ，ヤマブドウ，マツブサ，グ

ミ，カシ，アケピ，アオハダ，柿などを食べる。越

冬が近づくにしたがってかなりの量を食べ歩くよう

である。

4）繁殖

6月中旬から7月中旬にわたり交尾する。この期間は

最も危険性があり，山歩きする場合に注意しなくてはな

らない。分娩は1月下旬から2月上旬に1～2頭，大体

●

写真3樹令54年目に剥皮されたスギ天然木

2頭分娩するものが多い。

4．被害状況

クマの剥皮による被害の程度は，林地の環境，および

立地条件によって著しく違うようであるが，スギについ

てはどの位の被害があるか次に述べて承よう。

1）クマ1頭が1～2日間に剥皮する本数，材積

昭和35年6月下旬に剥皮されたスギ天然生林，混交

歩合スギ80％，広葉樹20％，面積0.822ha,方位NW,

傾斜度30～45.,位置谷筋～尾根，海抜700m,につい

て調査した結果，第1表に示すとおり，かなりの本数を

剥皮することがわかった。調査本数511本，胸高直径

（以下直径級とする）6～70cnE樹高3～26mまでの

鮠囲の森林で，剥皮されたもの133本（26.2％）（新し

く剥皮されたもの51本，再度剥皮されたもの82本）

材積123.55㎡の莫大な量を剥皮することがわかる。剥

皮の高さ0.3～10m,剥皮の程度は樹幹周囲全体のもの

63本（47.4％）1/2のもの39本（29.3％）1/3のもの

31本（23.3％）であった。この調査地は以前もかなり

の被害（24.2％）があったが，本回の調査でほ6月下旬

に剥皮されたのであるから，樹液の流動の活発な，生長

の最も旺盛なころに被害が多いことになる。直径級の大

き旅優良木はほとんど剥皮されることがわかる。剥皮さ

れなかった健全木は336本（65.8％）で，これは直径級

6～20cnlまでの生長のよくないものである。剥皮する

場合，初回は山の峯側の樹皮を，2回目は谷側，側面の

順に廻るようである。

2）スギ造林地および天然生林の被害

調査地A:スギ造林地（第2表参照）

昭和10年4月植親面積1.47ha,本数2,040本，

傾斜度および位置，谷ぞいの平坦地，海抜638m,本

調査地は植栽後15年位へてから第1回の被害があった

造林地で，周囲は針，広混交の天然生林である。面積

0.304ha,本数468本について調査した。それによると

健全木326本（69.6％）被害木115本（24.6％）枯損

＝

、

弟

一
室 写真1剥皮された天然生のスギ

‘*1

。

1

写真2樹令105年目に剥皮されたスギ天然木
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佐盈木・鬼石・登尾：クマによる林木の被害

27本（5.8％）で，直径級別に見れば被害は10cm以

上のもので,20cm以上のものはそのほとんどが被害木

である。いいかえれば，生長の旺盛なものに被害が多い

ことになる。1本当りの剥皮の平均回数朧1～3.6回の

多きにおよび，直径級の大きくなるにつれて剥皮の回数

が多い傾向がある。剥皮の高さの範囲は0.2～2.4m,

樹幹周囲の剥皮の程度は全体のもの29.6％,1/240.1％

でかなりはなはだしいものがある。その大部分は枯損に

近い状態で，1/3のもの30.3％,腐蝕しているもの21.1

％，していないものが78.9％であった。

調査地B:スギ天然生林

混交歩合スギ80％，広葉樹20％，面積1,082ha,

本数987本，方位N,傾斜度30～40動位置谷筋～尾

根，海抜450～500m,本調査地は健全木895本(90.7

％）被害木90本（9.1％）枯損2本（0.2％）で，天然

生林にしては被害の少ない森林で，樹令約50～150年で

ある。被害は造林地に比較して少ないが，直径級別では

24cm以上の生長の旺盛なるものが被害木である。剥皮

の高さは0.4～3.0mで，直径級別による差はあまりな

いが，かなり高い所まで剥皮することがわかる。樹幹周

囲の剥皮の程度は1/3のものが多く72.8％，1/222．8

％，全体4.4％のものは少なかった。腐蝕しているもの

が多く，かなり以前に被害されたものであろう。

3）剥皮された時の樹令および生長量に対する影響

人工造林地のスギ林？林況および生育状態により異な

るが約15年生位から被害があり,20年生以上のもの

に多い。

天然生のスギ林：混交歩合スギ70％，広葉樹30%ha

当りの立木本数144本，材積134㎡，方位NW,傾斜

度20～45.,海抜680～893m,本調査地は昭和35年

5～7月にわたり伐採された跡地で，根元直径級別に，

谷筋，中復，尾根にわけておのおの50本調査して承

た。第1回だけの剥皮樹令は位慨による差は承られない

が，被圧期より開始され，旺盛な生長を始めた時に剥皮

されることがわかる。第2回目の剥皮のあったものにつ
いて調べてゑると，第1回の剥皮をされてから約20年

位たってからである。すなわち，第1回に剥皮されてか

ら再び旺盛な生長を開始したころに剥皮されるようで，

天然生のスギ林ではかなりの老令に達したものでも被害

がある。

生長量に対する影響：天然生のスギ林について柴田"’

の調査によると，断面稜生長においても，樹高生長にお

いても，クマに剥皮された木の方が概して生長旺盛であ

るという。筆者などが調査した結果でも，剥皮の程度の

少ないものはかなりの肥大生長を示し，あまり生長を阻

害しないようである。ただ数回剥皮されたものは生長が

かなり粗害され，被害部よりの腐朽菌の侵入により材の

利用価値を低下させ，枯損状態となるものが多い。

4）材の利用におよぼす影響

本調査地は2カ所の天然生のスギ林について調査した

ものである。

A地：混交歩合スギ70%,広葉樹30%,面積139.6

ba,本数14,281本，方位NW,傾斜度25～45.,海

抜400～843m,直径級20cm以上のもの枢ついて調

査し，健全木65.5％，被害木34.5％の森林である。

B地：直径級16cm以上について調査し，健全木

45.6％，被害木54.4％の森林で，被害木について次の

ように分類して調査した。

×：1～2年以内に被害されたもので，材の利用

にさしつかえないもの。

xA:被害高1nl以内で，それ以_上は材質に影響

を及ぼさないもの。

XB:被害高1～2Xn以内で，それ以上は材質に影

瀞をおよぼさないもの（6.6尺丸太1本廃莱

される）

XC:被害高2～4xn以内で，それ以上は材質に影

響をおよぼさないもの（13.2尺丸太1本廃

棄される）

これによると被害の程度は森林によって異なるが，材

の利用に影響を及ぼすものA地では48.5％（×A:

30.3,×B:15.4,×C:2.8%),B地でば85.7%(x

A:43.2,×B:33.1,×C:9.4%)の多きにおよび，

そのいずれも材の内部まで心腐れとなっている。これら

は生長の旺盛なもの，または大径木であるから，クマの

9
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佐之木・鬼石・登尾：クマによる林木の被害

剥皮による損害がいかに莫大なるものか想像以上であ

る。

5．クマの捕猿および被害予防法

銃殺以外に今日まで適当なクマの駆除方法はみいださ

れてい底い。地方によってはわなによって捕狸するよう

であるが，芦生演習林付近では行なっていない。本調査

地付近では1～3月にわたり，積雪のために越冬するの

でこの期間に捕獲する。1～2月までの雪は湿性である

ので，大体3月に雪が固まった時に，生態の項で記した

ような越冬場所を数人のグループになり，猟犬を連れて

探して歩く。猟師は他人にはクマ穴を教えない。それが

クマの繁殖を助けた原因の一つであろう。大体夏期に被

害の激しかった区域の近くに越冬しているようであるか

ら，このような場所を目印にして探すのも一方法であろ

う。クマを捕獲した場合などは，その後3年間は他のク

マもその穴に越冬しないようで，穴を破って捕獲した場
合などは全然寄りつかなくなるという。

予防方法としては次の事が考えられる。

1）撫育を行なうこと，特に奥地林で手入れが十分行

きとどかない林地に多いので，このような林地にはスギ

などの小面積造林はなるべく避けるようにする。

2）歩道の充実，被害の激しい梅雨期には夜明けより

日中までも活動するから，連日巡視し剥皮させないよう

にすることが大切である。芦生演習林ではかなり奥地で

も人が常に通る歩道ぞい，森林軌道ぞいは被害が少な

い。

3）薬剤による予防，芦生演習林ではコトマイシン

（忌避剤）を，一部スギ造林地の成林木に塗布して試験

を行なっている。現在までのところ被害はないが，結果

はまだ明らかでない。

4）捕獲奨励金による駆除，クマー頭輔獲）につい

－

ていくらかの報奨金を出す。また芦生演習林では一カ年

猟銃の使用許可，誼よび駆除許可を受けている。クマの

多い地方ではこのように許可をとることが必要である。
6．むすび

以上クマの生態および被害について述べたが，芦生演

習林のような避地の人跡の少ない奥地林で，主に針，広

混交の天然生林などの不規則な森林は，クマの絶好な棲

息場所となる。このようなクマの多い地方でば，造林
地，天然生林とも手入が重灸行きとどかないと被害され

やすくなることも蕊実だから，まず手入をすることが大

切である。特にスギでは生長旺盛な，直径級の大なるほ

ど被害されやすいことも，クマによる損害が一段大きい

ことになるわけである。

クマの被害の発生する時期や，クマの生態は以上述べ

たとおりであるからその駆除，予防は不可能ではない。

要は駆除予防に力を入れるだけの経挫の問題となるが，

これも被害の甚大なることからすればいかにしても予防

対籏に万全を期さなければならない。
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たものであろう。

地域，地勢および気候

前にもふれたように，一般に天竜林業地とは，静岡県

磐田郡および周智郡の一部で，天竜川本流およびその支

流域を指す，すなわち

天竜川本流･…佐久間町，竜山村，天竜市（旧竜川

村，光明村，二俣町）

阿多古川流域…天竜市（旧熊村，上阿多古村，下阿

多古村）

気田川流域…･周智郡春野町（旧気田村，犬居村，熊

切村）

水窪川流域…･水窪町，佐久間町（旧城西村）

大千瀬川流域･･･佐久間町（旧佐間村の一部，浦川

町）がこれである。（第1表）

第1表天竜林業地市町村別森林面積調（単位ha)

6

はじめに

信州諏訪湖に源を発した天竜川は延食300キロを南下

して遠州灘に注いでいるが，今ではこの流れが静岡県に

入るところ，有名な佐久間ダムによって，一時せきとめ

られ，美しい佐久間人造湖を出現し，さらにその下流，

竜山村では再び秋莱ダムにさえぎられて，県立公園秋葉

湖となって周囲の山容を美しく写しだしている。

この牲久間ダムから秋葉湖に至る天竜川本流に，両岸

からせまる山食は，かなり急峻な地形を形作ってはいる

が，見事なスギ，ヒノキの人工林で埋めつくされてお

り，さらにこの人工林は本流にそって天竜市まで南下

し，阿多古川，二俣川，気田川，水窪川および大千瀬川

各支流に営まれる人工林と合わせて，約85,000町歩の

一大林業地一天竜林業地域を形成している。造林樹種

の主なものはスギ68影，ヒノキ26％，マツ類その他が

6％となっている。

天竜林業のはじまり

その昔（約300年前)，秋葉神社礒野町犬居）境内

には神をうやまう人々によって，遠く熊野より取りよせ

たスギ苗木が植えられ，今もなお，ていていとそびゆる

杉木立は信仰のシンボルともなり，あるいは天竜地域人

工林の生きた歴史ともなっている。またこれより少しお

マれて250年前，水窪町，山住神社でも約3万本の苗木
が計画的に植栽され，さらに綾いて36万本（360町

歩）にわたる一大植林が実行せられたという。

しかし一般には，これ以前1617年頃すでに民間材の

取引が行なわれ，また1764年に造林を奨励した史実が

明らかにされており，これらの点から天竜林業は少なく

とも徳川初期より行なわれていたものと推定されてい

る。（静大，兼岩教授による）

明治に入って，金原明善翁が「河を治むるは，山を治

むるにあり」として竃山村瀬尻を中心に2,000町歩に及

ぶ植林を行なったことは，あまりにも有名であるが，こ

の翁の偉大なる実践が人々を刺戟し今日のように天竜地

域を美林とし，育成的林業へ進展せしめた原動力となっ

《
｝

森林・面積

国有|民有|計
響譜×lOO市町村総面積

83％
92

95

91

89

91

天竜市

春野町
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合計

18,185
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16，794

7，073

94，448

5,孟鰯；
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112114,912
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横山：天竜林業地

なわれた竜山村では，全森林面積の81％までが人工林

でうずめられていることは，全く驚異的で「よく植え

た」の一語につきる。しかも現在なお全地域にわたって

林転造林が進められており，その面積は年400～500ha,

地域内年造林面積の42％にもあたっている。

3．林分成長量の大きいこと

このように植林面積が年を拡大せられているのに加

え，その成長量の大きいこともまた見逃せない。昭和

32年度県林務部の調査によれば，地域内針葉樹面積ば

41,466haで総蓄積5,736,644㎡，成長量299,800㎡で

1ha当り7.2ni(26石）を示している。

環境に恵まれているとはいえ，この広地域にわたる平

均成長量がこのように大きいことは，やはり並をならぬ

育林の賜であろう。

中でも佐久間町ではスギ35年生で，600㎡，40年で

678㎡というすばらしい林分もまれではない。

4．その他部分的に見られるもの

《）御台所山（納戸山）

この地域を歩いていると，人家の付近，ことに裏山に

御台所山と呼ばれている老令林分を見ることができる。

規模は1町歩前後のものが多いが，中には十数町にわた

るものもある。

これば火災，天災地変に備えるための，一種の備蓄林

である。この地方では，このような山林を持っているこ

とが，一種の「ぽこり」ともなっているようで，「あの

家は御台所山まで伐った」とは家運の没落を意味するの

で，なかなか伐採が行なわれず，中には200年以上にも

達しているものがある。統計的には大きい面積ではない

けれども，ほとんど成長が期待できないので，林業経営

上，一考も二考も要する山林である。

（ﾛ）二代木

御台所山と目的の似たものに，二代木がある。西川林

業地の「立て木」と同様なもので伐採の際，よい木を伐

り残すもので，やばり備蓄の意味を持っているようであ

るが，近年は少なくなって来た。若い新しい林業家にい

わせると「二代木百本」といって，二代木を一本残す

と，その周囲100本の幼令樹が成長を損せられるといっ

て，このような習慣がすたたりつつあることは，よろこ

ばしいことである。

しり光明地区の細胞造林と椎茸栽培

天竜市光明地区，ことに只来，百古里付近は，谷密度

が大きく地形が複雑なばかりでなく谷と尾根筋など小区

域でも地力の差が非常に異なっている。そこでこの地方

では，これをよくわきまえて，谷筋の肥沃地には，ス

ギ，ヒノキを植栽し，尾根筋のヤセた所には広葉樹を残

森林によって占められ，奥地には白倉，黒法師岳のよう

に海抜2,000m級の山岳がそびえ，これらに源を発す

る支流は，前に記述したものをあわせ，大小25にも及

んでいる。

地質は天竜川本流および阿多古川流域にまたがって，

広く結晶片岩が現われ，その他気田川ぞいに三倉累層群

（光明層群，徳山層群）赤石層群，水窪川ぞいに秩父古

生層，佐久間町一部に花崗岩も出現しているが，この

内，結晶片岩地帯が最も面積的に広く，特に優良林分が

多く見られる。

気候は，年平均気温12～16｡C,降水量は2,000~

2,500ミリで，温暖多雨という言葉そのままの恵まれた

環境にある。（第1図）

天竜林業の特長

天竜林業地帯には，技術的に見てこれという特長は見

られない。皮肉ないい方をすれば，特長のないのが特長

である。しかし，これでは説明にならないので’二’三

気のついた点を拾いあげて見ることにしよう。

1．森林面積が広くかつ面積が高いこと

天竜林業地に足をふ承入れて，まず驚くことは山が多

いということである。

第1表に地区内の総面積と森林面積およびその割合を

示しておいたが，総面積94,448haに対し森林面積は

85,302haで91%に達し，森林面積の広いことと面積

率の高いことは，他の有名林業地を，はるかにしのいで

いる。

2．よく植えてあること

次に気のつくことは，よく植えてあることである。試

象に天竜市二俣町から天竜川ぞいに佐久間ダムまでさか

のぼって見ると，山麓から山頂に至るまで，その執よう

な菫での人工林には全く驚くのほかはない。

第2表は林野面積，針葉樹林面積および人工林面積と

それぞれの比率を表わしたものであるが，全森林の70％

が針葉樹林で占められ，その針葉樹林の94％が人工林

である。ことにこの地区の中心であり最も早く植栽が行

第2表天竜林業地針葉人工林面積，面積表
（35年現在）

⑮
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横山：天竜林業地

すような方法を取っている。

この広葉樹林は薪炭の給源地であるが，それよりも有

利な椎茸栽培事業が可成以前からよく発達し，県下でも

有数の生産地である。

ことにその乾燥技術唯全国的にも優れており，毎年椎

茸品評会では上位入賞を得ている。

近年は県内外からの技術見習や見学が非常に増加して

いるが，それだけに原木林の撫育にも努力が払われてい

る。地力に応じ，針，広葉樹林をうまく織り込んだ山林

経営は，見た目にはハデではないが，佐藤教授の提唱さ

れる細胞造林の考え方ともよく一致しており，広葉樹の

利用に椎茸栽培を取入れたあたりは，これからの小森林

経営に一つの示唆を与えるものとして，あえて紹介する

次第である。

天竜林業の発達した理由

以上述べたように，この地区では古くから広範囲にわ

たり，よく人工林が発達してきたのであるが，その理由

はどこに求めたらよいのであろうか？

第一にあげられるのは，地理的条件である。徳川時代

の木材輸送が，水運によったことは論をまたないところ

であるが，この点，四季を通じて豊富な水量を誇った天

竜川の役割は，きわめて大きいものがあった。また天竜

川河口の掛塚から江戸への海運が他の地方に比べ,取引

上有利であったこともうなづけるし，このことが早くか

ら人工林育成の動議となったことは想像にかたくない。

第二には，気候的条件である。

前にも述べた通り，地域内の気温は12～16℃で，そ

の大部分は14～16℃であり，全く申し分のない温度条

件である。

またスギ林の発達に，最も大きな役割を果たすものは

降水量であるといわれてし､るが，年2,000～2,500ミリ

の降雨量は，他のわが国の代表的スギ造林地と比べ，な

んら遜色のない条件を備えている。ことに4月から10月

までの成長期の降水量が，年雨量の8割に達しておるこ

とに加え，空中湿度も平均75％，成長期には80%以上

を示していることは，スギの成長に対して非常に有利に

働いていると考えられる。

第三には，地質的に恵まれていることである。昔から

スギ林は古生層地帯に発達するといわれているが，この

地区の大部分は古生界および結晶片岩に属し，小出博士

は，中でも緑色片岩ほ石礫を混じえた透水性と通気性と

に富んだ土壌を形作るので，スギの成長にきわめてよい

条件を与えていると指摘している。

第四には，県下三大苗木生産地，浜北町を，すぐ隣接

して，ひかえていることである。

地区内には平地がきわめて少なく，この点では吉野の

川上村同様，育苗上の不利はまぬかれぬが，天竜林業の

南端に隣している浜名郡浜北町は,畑地が多く土鯛篭
木生産に好適しているので，早くから，果樹，山林苗木

の生産が行なわれて来た。中でも，この地の山林苗木の

生産は天竜林業地の造林と共に発達し，現在では山出苗

の生産だけでも年600万本を越えており，天竜地区はも

ちろん県内外にも移出していて，育苗技術も優秀であ

り，このことが天竜林業の発達に大きな裏面的役割を演

じて来たことは疑う余地がない。

第五には，天竜林業地を語るに絶対に忘れてならない

人，金原明善翁の業蹟をあげなければならない。いかに

天恵にめぐ蚕れている土地とはいっても，事業を推進す

るのは人である。この意味で，道一つない山野を踏みわ

けて植林を行なった明善翁の実践力と闘上は，まことに

偉大というべきであり，さらには，これに続く多くの人

玲の努力こそ，今日の天竜林業をここまで築きあげたも

のというべきであろう。

さて筆者は天竜林業について，ごく大ざっぱに申述べ

てきたが，次に天竜林業が当面している二，三の問題に

ふれて見よう。

天竜林業の問題点あれこれ

1．地力の低下について

地力の低下については，古い有名林業地では，どこで

も，大なり小なり問題視されているが，この地区でも，

このことが話題にのぼっている。

地力の低下を証拠だてる資料として，同一林分におけ

る各代の材積収穣記録でも残っておれば好都合である

が，残念ながら，このような記録は見あたらない。また

仮にこのような記録があったとしても，実生造林地で

は，代が変る毎に，異なった遺伝質のものが植えられる

し，育林技術にも差があるだろうから，正確な判定は困

難であろう。したがって地力の低下を知るのには，あの

山はスギの成長が悪くなったのでヒノキに切りかえたと

か，この山は2代目になって目立って成長が悪くなった

とか，(1)いわゆる聞きこみによって大ざっぱな傾向をつ

かむとか，②一定計画の下に材積および土壌調査を行な

って比較検討するとか，(8)永久調査地を設けて定期調査

を行なうとか，しなければならないだろう。いずれにし

ても時日と経我を要することなので，これは後日にゆづ

り，ここでは手元の材料で，大ざっぱな傾向をつかんで

いただくこととする。

天竜林業の中心地，竜川村では過去三回にわたって収

穫表が作られている。北村氏（大11）清水氏（昭6）お

よびスポット調査（昭32）がそれである。第3表は，そ
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横山：天竜林業地

の一部を抜き出したものである。

第3表静岡県竜川地区における
3年代別収穫表比較（㎡）

特に目立って来ていることだけは，事実である。

2．植栽本数の増加と伐期が早くなったこと。

初期造林時代には1町歩あたり1,000～1,500本の植

栽が行なわれた。その後明治にはいり，明善翁が，吉野

林業に学んで，4,000本以上の植栽を試みているが，こ

れもいつしか2,000～3,000本位に少なくなってい為。

近年では，造林補助の影蒋もあってか，ほとんど3,000

本植が常識になっていたが，ここ2～3年前から次第に
密植主義が台頭して来た。この理由は林道綱が発達して

利便になったこと，小丸太の需要が増大し，価絡も上っ

たこと，したがって密植を行なっても，間伐材が有利に

処分でき，また短伐期で，できるだけ材秋を多くしたい

という要求から出たもので林業経営の立場からは当然の

傾向と考えられるが，密植短伐期主義は，地力の減退に

ますます拍車をかけるのではないかと思われる。

林分密度の問題ほ造林学界でも重視されている折から

ではあるし，樹種，品種，地力の相違，肥培や施業の精

粗，伐期や収護目標など，それぞれの場合に適合した研

究結果が，一日も早く報告せられるよう望んでやまな
い。（天竜地区の地力減退については，昨年京大岡崎教

授を中心とするグループの調査が始められたので，近い

うちその実態が明らかにされるものと思われる。）

3．品種改良について

天竜林業地に課せられた問題の一つに，品種改良があ

る。由来有名林業地には，大低品種と呼ばれるものがあ
るが，天竜林業地には，全なそれがない。天与の環境に

恵まれた天竜では，タネの産地や遺伝質をあまり考慮し

なくても，比較的よい成鎮をあげられたのが，この現状

をもたらした理由であろうが，造林面稜が拡大してか

ら，不成績林地が現われ始めたこと，地力低下が問題に

なって来たこと，林業の企業性が高まり，今まで以上の

牛産維が望まれるようになったことなどから，先進地の

見学が盛んになり，品種問題が大きく浮び上って来た。

《）採種林（母樹林）

この要請に応えて，まず取上げられたのが，母樹林の

設定である。現在母樹林は国の方針に基づいて，一級採

種林および二級採種林に区分されて，毎年タネ取りが行

なわれている。しかしこの採種林の意義も当初はほとん

ど，一般にかえり見られず，ほんとうに関心が高まった

のは，ここ4，5年のことである。

樹種別の採種林面溌は第5表のとおりであるが，この

採種林についても，不良木除去による質の向上，受光伐

その他による開花促進処置など，今後なお検討の余地が

数多く残されている。本年度から，県は種苗委員会を設

置し，県，森林組合，および樹苗組合が一体となって，

スポット調査
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再

表によると，調製年月の新しいほど，材積が減少して

いる。もちろんこれら三者の間には，材料や調製法に多

少の相違があると思われるので，これをもって，直ちに

地力低下をうんぬんするわけにはいくまいが，偶然にし

ては，あまりにも世論と一致しているのに驚く。

次に，今一つ樹租弱り造林面積の推移を調べて見たが第

4表である。

第4表天竜地区樹種別造林面積推移調べ．

マツ｜其他’スギヒノキ
ー
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天竜地区人工林の横腫別割合は，スギ68％，ヒノキ

29％，マツその他6％であるが，本表によると，昭和

10年にばスギ63影ヒノキ34％マツ2％となってお
り，さらに34年には，スギ57％，ヒノキ38％，マツ

5％となり，スギ造林が次第に減少し，逆にヒノキ，マ

ツの造林面積が増加している。

造林樹種は，植栽時の材の需要傾向や，林業家の思想

傾向にも左右されるから，これまた，この数字から，地

力低下の傾向を論ずるの嫁，いささか論理の飛躍をまぬ

かれないが，一般的には「スギよりヒノキやマツは地味

の悪いところに植える」こととしているので，やはり地

力低下の一資料としてもよいのではないだろうか？と
まれ，古い造林地でば，地力が低下したからといってス

ギ伐跡地に，何割かのヒノキを置き替える現象が，綾近

－37－

一

＄



横山：天竜林業地

参考写真

I

1

写真3御台所山（天竜市光明にて）

写真1春野町犬居附近の林相
矢印は秋葉神社境内のスギ噛令300年〕

須

一

~

写真2林内の林況 写真4二代木を残した御台所山
し

一
一

写真5天竜林業地の植林状況（天竜市熊にて）

優良種苗の確保に努力することとなったので，行政的に本に達した。これは全県下の応募数の4割強にあたるも
も,この問題ば大きな前進をしたわけであるから,さらので,いかに品種改良に対する熱意が高いかを物語って
に技術的メスを入れて，文字通り優良種苗の確保に努めいる。現在この中からスギ17本，ヒノキ1本，アカマ
たいものである。ツ10本が選抜せられ，県林業試験場で増殖されている
（ﾛ）精英樹の選抜と増殖ので，このク戸一ンによる造林が行なわれるのも，ほど
一方昭和29年度から，懸賞募集による精英樹の選抜遠くはないであろう。
が始められたが，地区内の応募数は34年度までに260&)林地肥培について

－38－



横山：天竜林業地

スギタマバエの発生･も，その数を端している。その他，

野兎や奥地の熊の被害も承のがせないが，昨年度はスギ

ヒノキの幼令林に相当数の凍害が現われた。また高海抜

の一部植林地では寒害が毎年少ないながら出ている。

凍害については，今まであまり気づかれず，病気とか

原因不明のまま葬られていたようであるが，相当考慮を

要する問題である。

最後に

以上天竜林業地について，ごくかいつまんで，そのあ

らましを述べたが，これまで日本有数の林業地として，

自他共にゆるして来た天竜林業地も，評細に見ると，い

ろいろの問題点を残している。ことにその誇りとしてい

る成長量も，もう峠にさしかかったものと思われ，この

点で品種改良と林地肥培は大きな課題といえる。

またスギ，ヒノキ万能の考え方もポチポチ改める必要

がある。特にヒノキについては成長瞳も少ないし，形質

もそうよくないので，今後の木材需要面を考え合わせれ

ば，そう有利であるとは考えられない。幸い周智春野町

（旧犬居町，熊切村，気田村）地内には成長もすぐれ形

質もよいアカマツ林があり，この地区から精英樹も選出

されているので，アカマツ林にあるいはアカマツとヒノ

キの混滑林育成にも目を向けるべきである。

また南部のヤセた林地ではテーダ松，スラッシュ松の

導入も有望である。

成長量の減少した老令林については，経営面からも，

国家経済面からも，弦い批判がなさるべきで，所有者の

自覚を望ゑたい。

第5表天竜地区樹種別採種面積

合計二級採種林

面積|本数
ha
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林地肥培もまた，戦後急に関心の高まって来た問題の

一つである。現在のところ，年を肥培の行なわれている

面積は5～8％程度と見られるが，年燕増加の一途をた

どっている。

面白いことに，肥澆這行者には大面積所有者より，小

中所有者が多いことである。

肥培効果についての県林務部の調査結果では，効果が

あったとするもの，無かったとするもの，まちまちであ

るので，林業試験場設立と同時に林業事務所および林業

研究グループの協力によって，目下施肥試験を進めてい

る。

しかし大勢としては，肥培面積が年灸増加する傾向に

ある。

（5）その他

病虫害として赤枯菌によるスギの溝ぐされ病が相当数出

ている。昨年度育林コンクールに出品されたスギ林でさ

え，罹病率25％に達したものがあったので，一斉調査

をすれば，その被害は非常に大きいものと思われる。

また枝枯病の発生も見受けられるし，スギノハダニ，

:■詞
へ

。

誤植の訂正第225号11月号

技術的に見た有名林業その6
吉野林業の技術的問題点

‐

レ ンズ式立体鏡

〔瀞普及型〕
｜誤｜訂正ﾆー頁と行

42頁左下から3行目

42頁の右欄外

42頁の左欄外

45頁右下から10行

46頁左下から20行

46頁右上から2行

46頁右下から4行

47頁右柵外

48頁の表の右端下よ
り3行目

倉本義禿

京都大学助教授
全体的に見れば

j､面購皆伐に
粗雑な一鍬植を

最適の密度で

中野潤氏が

枝打部上端部の

（1959）

大体の本数変化

倉本義，

京都大学教授
全体的に見れば

面積皆伐に

粗雑な一鍬を

最高の密度で
中野潤が

枝打部梢端部の

（1059）

大体の有数変化

、座

亀
特価480円

送料実蜜

倍率2倍

美麗ピニールケース(17cm×8cm)入 上記のように訂正いたします。

著者とならびに読者のかたがたにご迷惑をおかけいたし
ましたことをお詫び申し上げます。

－39－



○採り上げる主たる問題は

協議会を以上のようなものと理解したとしても，当面

採り上げることは，育林技術の確立であり，それは次の

ようなことに重点が置かれよう。

1．技術の開発

埋れた技術，特に民間におけるすぐれた育林技術の発

見と導入方法，新しい技術の創造と実用化など。

2．技術の組織化

いままでに，育林ないし造林技術というものの個々に

ついてみると，ずいぶん優れたものがあるが，これが経

営の中に，いわゆる経営技術としてとり入れられるよう

に，体系化していなかった。したがって技術の狙織化と

経営への導入》熊ど。

要約すると，こんなことになろう。ただ一般腱は，と

に角どんな技術でもよいから，成長促進のための育林技

術であるならば，金にいとめはつけないから，かねや太

鼓で探して来い。ということだと理解している人灸も多

い。たとえば，吉野杉を秋田にもってゆくことや，ポプ

ラやユーカリを山岳地に植えることを考える程度なら蓑

だしも，富士山のテッペンに客土して植えることや沙漠

に原子爆弾を投下して，植林することなど，技術的に可

能だとしても，経営としては採り入れることはまずでき

ないであろう。われわれが問題にしている技術は，あく

まで生産技術であり，経済技術でなくてはならない。

わたくしは林業技術とは「林産物を生産するたあに労

側対象と労働手段と労働力を合理的に組家合わせるこ

と」と定義したが（林業経済昭34.6)，われわれは林業

技術というときは，どうも狭義の造林技術（たとえば間

伐，技打といった）という「労働対象の改善」にのゑ限

っていたようなきらいがある。したがって，民間におけ

るすぐれた育林技術の導入というときも，そこでば経済

性を度外視して，永年にわたって改善されて来た「労働

対象」を採り上げて，これを直ちに導入すれば，すぐに

も生産が倍加するかのようなさつかくにおち入りがちで
ある。

本誌（12月号）の「ある日の編集委員会」這琳地

肥培も林木育種も林業技術だよ，経営計画だって林業技

術なんだ…･」と話している人があったが，ここでも，

技術と技術の素林労働対象，経営技術や経営経涜そ

れらがパラパラにして話されている。それらほ林業にお

ける技術ではあっても，林業技術というにはなお言葉が
足らないように思う。

さて，造林推進協議会のことを述べるのが，本旨では

ない。協議会を進めている中で，かねてから林業技術の

推進ということに疑問を持っていたわたくしが，また重

たそうした壁にぶつつかったので，いつか述べたことと

重複するかもしれないが，やはりまたいって拳たくなっ

■
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林 業技術は．

なぜすすまないか

－造林推進協議会の意義一

小沢今朝芳

今営林局でぼ，かつて昭和32年の生産力鯛強計画の

ときのような意気込承と，あわただしさの中で「造林技

術推進協議会」が進められている。しかも，当時の生産

力増強計画とは異って，林野庁から特にその現状分折も

展望もさらにそのよって来たる契機も十分に示されない

ままに，営林局署の創意工夫を吸い上げよう，というの

であるから空理空論ではなく，新しい技術や埋れた技術

を探しださなければならないわけである。考え方は大変

よいし，天下り的でないところも従来にないことである

が，さて果して，そうした真新しい技術がころがってい

るのであろうか。

○協議会発足の契機

林業基本問題は林業政策の新しい方向づけとして提起

されているが，溝造政紫の改善並びに生産政策の推進を

中心とした垂木問題のうち，とりわけ最も遅れをとって

いる生産政策，特に造林技術の強力な開発が緊急な課

題として採り上げられ，ここに造林推進協識会が設立さ

れたものと考えられる。すなわちこの協議会が設立され

るに至った契機ないし脊景は，林業基本問題という外部

からの要請にあったが，同時にまたすでに発足している

生産力増強計画のテコ入れ（その促進化）という国有林

経営内部からの内発的な要請としても生承だされたもの

であろう。したがって，「造林」推進協議会は，林業些

本問題の対策の一環として，またその反映として採り上

げられたものであり，いわば「国有林経営」推進協議会

ともいうべきものの一部として，あるいはその先駆とし

て位置づけられるべき性格のものと，われわれは理解し

ている。すなわち造林推進協議会も単に育林技術の確立

にとどまらず，それは終局には国有林経営の新しい方向
づけをするものであると承たい。
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小沢：林業技術はなぜすすまないか

た。

そこで，ぼつぼつ本論に入ることにしよう。

○林業技術はなぜすすまないか

造林推進協議会の委員会が開かれたとき，ある外部の

委員は次のようなことをいった。すなわち「民間技術の

発見とか新技術の創造といったことについて，われわれ

民間人の意見を聞くというのであるが，そういうことは

すでに林業試験場でやっているはずではありませんか｣，

「それとも，試験場にばかり頼ってはいられないので，

手取り早いところで宝探しをやるということですかな。

これは鬘あ試験場のかたにしかられるかもしれません

が，試験場への不信ということになりそうですね｣。

素直にいってドキツとするとともに，なるほどそうい

う見かたもあろうかと考えられた。これは重大な発言で

ある｡､林業技術推進のウイークポイントを適確についた

という点において。

大学，試験場（国立・県立）などで行なわれている技

術を，個々に取り上げて承ると非常にすぐれたものが多

い。だが,これを直ちに経営にもちこめるかというと,簡

単にはゆかない。つまりこれらの技術を組識化して，経

営内容（小規模，中，大規模経営，あるいは集約経営か

疎放経営か，など）に応じた応用技術に仕上げるという

ことをやってくれる「所」がない。現在では乏しい設備

と陣容で，営林局では「調査試験係」といったものが，

こうしだ実用化試験をやっている。

試験場は本来科学を技術化する「所」として発足した

はずであるが，現状ではやはり基礎研究に重点がおか

れ，「臨床医学」はそれほど重きがおかれていないとい

う人灸が多い。

わたくしはかつて（林業経済昭34.10）試験場を「林

業総合研究所（社会科学系統)｣，「林業技術研究所（自

然科学系纐｣，「林産研究所」の三本建で拡充強化すべ

きことを主張したが，あまり問題が大きいし，また基礎

研究の重要性をも再認識して，今ほそれにふれないこと

として，国有林という経営体に限定して考えてみたい。

直営の研究所を持っていない国有林は，わが国だけだ

というし，また他の3公社4現業を承ても，それぞれ充

実した直営の研究所を持っている。すでに社会科学系統

の研究機関として，「林業経営研究所（財団法人ではあ

るが)」が発足しているが，次には琳業技術研究”

を設けるべきだという意見も多く，またすでにその織想

もあるやに聞くが，ぜひ実現させたいものである。

それにしても，営林局の段階においても，「経営技術

課」位設けて，造林，作業，土木，治山といった各部門

のパラバラの技術をまず，技術課において，総合的にチ

エックし，これを経営技術化した上で》各部門におろし

てゆくといった機瀧も必要だと思う。特に般近のように

総務系統の課が分離発展してゆくのに比べると，鰻も基

本的な技術系統の課は一向にふえそうもないので，この

必要を痛感している。

○｢林業技術」誌にのぞむ

「林業技術誌」はもっと林業技術の研究誌として徹す

べし，という批判があったが，個盈の純粋技術の承でな

く，前述したような意味での経営技術にまで発展せしめ

ようということであれば，わたくしも全く同感である。

現在試験場でこうした研究が行なわれているとか，地

方の研究発表とか，有名林業の現状の紹介と写真とか，

いったことだけにとどまっていてはいけないと思う。た

とえば試験場の研究を経営に持ち込むためにはどのよう

に組立るべきか，また応用に当って考慮すべき点はどん

なことか，有名林業の生いたちから，さらにこのように

すれば，このようになるといった展望，そして何より

も生産技術であるから，必ず経済的研究を伴ったもので

あることなど，こうして技術をすべて，「経営」あるい

は「生産」に結びつける努力が必要であろう。「林業技

術」誌は林業技術の普及ということも大きな使命である

からである。

しかしこうなると，やはり日林協の中にも「林業技術

普及部」位つくる必要がありそうだし，それも「40周

年」記念の一つに加えてほしいものである。それが核と

なって，民間の「林業技術研究所」に発展してゆくなら

ば，わが国林業発展のためにまことに慶賀すべきことで

はあるまいか。

それからついでながら，大学にいまだに「林業経済」

の教室（講座）が設けられていないことも，林業技術の

推進を阻んでいるように思われる。

試験場を拡充強化することも，技術研究所をつくるこ

とも，大学に林業経済の講座をつくることも，日林協に

技術普及部をつくることも，営林局に経営技術課をつく

ることも，これすべて林業技術者が大同団結して推進す

れば，そうむずかしいことではないと思われるのだが，

毎年四月の林学会などで，こうしたことがとり上げられ

ていないのはどうしたものだろうか（あるいは意見の交

換程度は行なわれているであろうが)。

おわりに

林業基本問題の答申案は，新しい林政の方向をしさし

ており，その点では傾聴すべき点が多いが，公社論をに

ぎわすならば，こうした技術体制の不備をも指摘すべき

ではなかったか。

そればそれとして，とに角造林推進協議会が設けら
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れ，その答申を6月1日までに林野庁長官に提出するこ

とになっており，と角棚上げされがちであった造林技術

に新しい息吹きを与えようとする，このねらいは蔑さに

正鵠を得ていると思う。

しかし，それは単なる宝探しであったり，技術のコン

クールで終ってはならない。パラバラの技術を組立て

て，経営技術化するところまで実らせないとその意味が

ない。したがって，名古屋営林局では，常に経営技術化

という観点から，土地生産性の向上策，労働生産性の向

上，立地条件の解明などに大別し，それぞれに部会を設

け，最後にこれを総合化することにつとめているが，そ

れにしても，個点の技術を林業技術にまで仕上げてゆく

ということは，いうべくしてなかなかむずかしいことで

はある。

林業基本問題の対策の一環として，林業技術の前進を

阻んでいるものを摘出し，長期の見とおしにたっての

「技術政策」をはっきりうちだす必要があろう。

構造政策，生産政策というと，それぞれの立場からそ

れぞれの異論もでよう。しかし林業技術の前進という点

においては，少なくとも林業関係者は一本に蕾とめるこ

とができそうである。

林業技術政策の立案並びに推進する年として，林業技

術者の大同団結を望むとともに，その推進力としての

「林業技術」誌の前進を期待したい。（36.2.8寄稲）

1．公有林の配分作業

われわれが，公有林の配分作業に手をつけた理由は，

那岐森林組合の地区内の土地状況から説明しなくてはな

らない。地区内山林面積は約3,400通あり，うち私有林

1,900ha公有林1,200ha,公有林の中に約800haの採草

地があった。耕作地は152haに過ぎず，農家1戸当り平

均耕作地4．3アールという僅少な農地面積では，当然生

計が営輩れる訳ではなく,林業に従事することによって，

かろうじて生計を維持して来たのである。このような状

況の時，昭和26年から配属された，林業経営指導員

や，改良普及員の手をわずらわして，林地の実態調査を

実施したところ，公有林野のあまりにも粗放な経営ぶり

に気付いたのである。中でも,152haの耕作地に対し，

800haという広大な採草地が存在するということは，一

般私有林の経営にも，多大の支障を与えていたのであ

る。そこでわれわれは，さらに，採草地と耕作地との適

正な配分について調査して，採草地の中から,4001nの

余剰地を発見したのである。この余剰採草地は，公有林

の現状のまLでは造林される可能性は全くなく，これら

の採草地が，造林するということによって，地元労働力

を吸収し，かつ不安定な農家の経営の安定化に役立たせ

るためには，私有林として配分すべきであると判断した

のである。かくして，これらの採草地は造林せられたも

のから，順次私有林として，無償配分された。無倣配分

という方法は，きわめて有効であったようである。昭和

27年から33年の間に，これらの採草地はことごとく

造林されて，地元住民はほとんど均等に211a余の山林を

所有することができ･たのである。

われわれは，このようにして公有林が配分され，自己

が直接管理することのできる山林を所有しているという

ことによって，農民の意慾の高揚を期待したのである。

われわれの期待は決して裏切られることはなかった。そ

れまで，いかにしても地区内において,1,500ha以上に

造林面稜を拡大することができなかったが，昭和34年

度までに,400haの採草地の造林を含めて,一気に2,300

haの造林が実現したのである。

これは合理的山林経営上の必然的課題一経営面積の

ある程度以上の確保ということが，ようやく認識されて

きて，今まで放厩されていた奥地天然林や薪炭林の人工

造林にまで手をそめるほど経営意欲が伸びて来たことの

証左であろう。

のみならず，これらの山林を造林するという作業が，

どれほど多くの労働力を必要としたか，ある年度におい

ては，労働力の不足をさえ訴えたのである。その点，地

凶内労働力の配分については，造林面積が拡大されたこ

』
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林業基本問題の答申において，「合理的な経営規模を

保持した家族経営を形成するために国有林野および公有

林野中の地元利用地等の売払い利用権の設定，部落有林

野の分解等の措置を鵬ずるほか，私有林野中の粗放利用

地等についても，利用権の設定等によってその高度利用

を促進するための措置を考えるべきである｡」と述べて

いるが，この答申の内容がいかなる手段によって実現さ

れるかに注視するものであるが，ここに粗放利用公有林

を地元関係者に配分することによって土地利用の高函上

を図つたわれわれの実繊を報告し，若干の私見を加えて

大方の参考に供したいと思う。

筆者・馬取県那岐森林謹合常務理事
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とによって,余剰労働力の消化に役立つことができたし，

今後ともこれら山林の育成に必要とする労働力の確保は

遂次満足すべき供給を達成するものと期待している。

2．公有林の配分に対する反省

しかしながら，われわれはここに反省すべき結果を招

来しつつあることに，苦慮しているのである。それは折

角配分された山林が，「所有の均等」という理想から脱

落しつつあるということである。配分された山林の内，

すでにその約20％が，大面積所有者に売却されつつある

のである。この傾向は，今後地区内住民の生活様式が改

善されていくに従って，加速度的に早まって行くであろ

うし，貧富の格差が強まれば強まるだけ，大面積所有者
Q

に売渡されることになるであろう。われわれは「山作り

貧乏」という古諺のあることを知っている。山作りは貧

乏するのだということは，その長い育成期間において，

その育成に耐えうる資産を持たねばならぬ。という意味

に解釈している。配分所有地を手放している農家が，こ

のことを裏書きしていて，今まで全盈山林を所有してい

なかった者や，自家の農業経営に対して，長期計画をた

てえられなかった零細農家が，これらの山林を手放して

いるのであって，結果的には,われわれが期待した,地区

内の農業所得の平均化とは,全く正反対の貧富の格差を，

ますます増大した因子を与えたことになったのである。

公有林の配分作業に際して，われわれは農家個なに対

する，実態把握にあ室りにも無関心であったのではなか

ろうか。また従来からの憤行作業を重要視して，均等配

分のみに注意が奪われ，地区内の総合的な労働力の配分

や，所得計画について，各人個査の生活にまで，掘下げ

て行なう「村作り」の椴想をうちたてることをなおざり

にしたのではなかろうか。ただ単に土地を与えるという

ことが，農民の耕作意慾を高揚したとしても，それ以前

の障害の解決を無視するならば，結果としての結実は望

董れないであろう。ことに林業のような，長期間育成を

必要とする産業にあっては，生活基盤の確立が先決問題

であって，それらの基礎の確立の上に，労働時間の配分

や，作業の分量などが検討されて，山林経営がたてられ

るべきであろう。

われわれが「山作り貧乏」という古諺を否定するほど

の満足を得た人冷は,生活基盤の確立している挫家と,専

業山林経営者の承についてであった。これらの人女は，

農地において，日常生活を維持することに努め，山林の

経営によって，生活の向上を図ることを目的としてお

り，着実な所得の伸長が期待できるし，労働時間の配分

についても，農地経営と兼業することによって，より効

果の増大が図られているもののようである。また専業山

林経営者については，法正林分を維持するということに

よって，安定した所得の平均化が行なわれているけれど

も，保有面積の限界が未定であったり，過熟林分に対す

る経営の確信が，経済的に不安全であることがうかがわ

れる。

ここにおいて，われわれが癌感することは，家族経済

的林業の経営面積を，いかに決定するかということであ

る。これは今後の農業所得を，どのように伸長させるか

ということや，所得倍増計画とも勘案して決定されるべ

きであると考えられるが，この場合，将来の木材価絡の

変動や，労働賃金の推移などが，果して今のような伸長

速度で，山林所得になりうるかということである。その

ような期待は，むしろ僥倖というべきであって，単位当

りの収穫の増大や，作業の容易化を進める等林業技術の

改善に期待しなければならない。またわれわれが見逃し

てならないことは，前述した林業基本問題答申の中の，

構造対策で述べられた，林地の徹底した解明にあること

である。わが国森林資源の需給のバランスが，もし破壊

される危機にあるというのならば，わが国の山林は，あ

げてその資源の維持に努めなければならないのであろ

う。そのような条件の下にあって，きわめて粗放な経営

のもとに放任されている公有林や，大面積所有私有林の

解明のメスは，よりよき資源の維持増大に役立つであろ

うし，過熟林分が単なる財産保持の方途に供されるよう

な，弊害ば除かれるに違いない。といって農地開放で見

られたような，混乱はさけねばならず，なおかつわが国

農業の前途が，画期的に飛躍するような方途を期待して

やまない。

3．公有林経営の意義

公有林に対する方針が，従来の方向とは，180度転換

されて，林業の構造対策に対する，有力な持駒となった

ことは，これは非常に大きな意義を有している。従来の

公有林がどのような意義を持って，地方自治制度上の大

きな目標となったのか，私は知らない。公有林が自治体

の強力な推進力となりえた，いくつかの事例が存在した

かも知れないし，また事実存在していることも私は知っ

ているが，大多数の公有林は，地方林業の発展にかえっ

て障害となったのではなかろうか。公有林が満足すべき

結果を招来したいくつかの事例は，一人の先覚者によっ

てなされた場合が多いのである。公有林に限らず，わが

国林業の発展して来た道程は，先覚者たちのたゆまざる

努力によってなされたといっても，決して過言ではなか

ろう。われわれの公有林配分の作業を視察した人,々は，

公有林の経営の方がより理想的であったと証言したが，

それはそれだけその地方における，山林経営に対する一

般民衆の関心が薄かったことを物語っているようであ

0

凸
山

垂
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一
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る。それだけ，山林開発に対する意慾の透浸がおくれて

いるのであって，これらの地方にあっては，山林経営が

個人をなの農業経営の中に，取り入れら加ている例はき

わあて少なく，農業経営自体に相等ゆとりを持ってb､る

場合が多く，公有林経営という形式に委ねられていたの

である。公有林の経営は，このような農業経営の中では

育成されないで，住民一人を盆の関心の外で営まれ，蓄

積の増大を図るということや，育成の積極的な努力は考

えられないで，地元労働力の調整や，公共施設への利用

ということなどに重点が置かれたのである。公有林の経

営の方が理想的であったという証言は，対象になる私有

林を持っていなかったという，反語にすぎないのではな

かろうか。

山林が農業経営の一つの部門として取り入れられた場

合には，その山林に対する農民の関心はより強く高まっ

て来ている。農業経営が高函こして来るに従って，山林

の効用は痛感され，林地の不足が訴えられて来ているの

である。所得の倍増という念願を達成するためには，零

細な農地にの象依存することは，里山地帯においては，

もはやいかんともすることができないのである。自然そ

れらの念願のはけ口が，山林にむけられて行くのであっ

て，最近の林業地帯における山林地価の高謄は，何より

もそのことを物語っているといえよう。最早や公有林は

地方自治制度上の，大きな目標としての必要性を失った

のではなかろうか。林業技術227号紙上においても,｢近

代思想の理想的考え方からいえば，国民ほ最大限の生産

をあげて，所得をあげて行く，国家や公共団体は，それ

を誘導するための行政儀能を発揮する。そこで土地，財

産というものは，本来国民の生産の場である」と述べら
0

れているが，不足する林地の補充対象として，公有林の

経営が論義されることは，林業基本問題の答申をより意

義づけるものであると，その成果を期待して止董ないも

のである。（36．1．18寄稿）
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ろ
を
誇
る
か
の
よ
う
に
載
っ
て
い
た
。
ツ
グ
ミ
ほ
禁
猟
で
す
ぜ
。
先
生
。

セ
ン
ス
の
あ
る
Ｐ
・
Ｒ
ｏ
時
灸
山
を
歩
く
こ
と
が
あ
る
。
目
に
つ
く
「
山
火
防
止
」

の
制
札
。
山
火
防
止
、
簡
に
し
て
要
を
得
て
い
る
。
し
か
し
山
火
と
は
何
そ
や
。
わ
れ

わ
れ
以
外
に
は
あ
ま
り
ピ
ン
と
来
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
の
は
私
の
ヒ
ガ
メ
か
″
。

「
山
の
中
で
は
マ
ッ
チ
は
折
っ
て
捨
て
ま
せ
う
』
。
マ
ッ
チ
を
折
る
意
味
ほ
多
言
を
要

し
ま
い
。
山
へ
入
る
人
達
が
、
山
で
は
な
ぜ
マ
ッ
チ
は
折
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の

か
、
こ
う
疑
問
を
起
こ
し
て
く
れ
た
ら
、
し
め
た
も
の
、
そ
れ
は
お
の
ず
と
火
の
用
心

に
連
想
が
行
こ
う
と
い
う
も
の
。
Ｐ
．
Ｒ
は
も
っ
と
ス
マ
ー
ト
に
や
ら
な
く
ち
ゃ
あ
。

こ
の
呼
び
か
け
は
、
あ
る
日
読
ん
で
た
あ
る
雑
誌
の
あ
る
火
災
保
険
会
社
の
広
告
に
、

カ
ナ
ダ
の
山
官
達
の
習
慣
だ
と
解
説
付
で
載
っ
て
い
た
。

わ
が
国
の
山
火
事
の
総
被
害
額
年
二
億
三
、
七
八
五
万
円
と
海
。
（
林
業
統
計
要
覧
、

三
三
年
）
た
だ
し
、
こ
れ
は
立
木
価
格
の
象
、
森
林
の
治
山
治
水
機
能
、
観
光
価
値
の

喪
失
ま
で
計
算
す
る
と
、
何
と
莫
大
な
国
富
が
一
瞬
に
し
て
鳥
有
に
帰
し
て
い
る
こ
と

か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
山
火
事
防
止
の
Ｐ
．
Ｒ
経
裂
を
惜
寮
ず
、
そ
し
て
ス
マ
ー

ト
に
や
ら
な
く
ち
あ
。

つ
い
で
に
Ｐ
．
Ｒ
の
セ
ン
ス
が
な
い
の
が
、
例
の
国
有
林
の
立
札
。
色
々
な
禁
句
も

も
っ
と
ス
マ
ー
ト
に
な
ら
な
い
も
の
か
。

般
近
、
国
有
林
が
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
ク
ロ
！
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
て
来
た
。
世
は
正

に
レ
ジ
ャ
１
．
ブ
ー
ム
。
猫
も
杓
子
も
山
へ
山
へ
。
今
こ
そ
、
森
の
資
源
、
林
の
機
能

の
Ｐ
．
Ｒ
の
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
。

国
有
林
の
使
命
は
？
木
材
の
生
産
、
販
売
だ
け
で
は
な
い
は
ず
、
今
こ
そ
、
も
う
一

度
国
が
、
否
国
民
が
、
国
有
林
を
所
有
す
る
意
義
を
ふ
り
返
え
り
、
国
有
林
存
在
の
、

あ
る
い
は
森
林
保
存
、
保
護
の
意
味
、
必
要
性
を
呼
び
か
け
る
時
と
思
わ
れ
る
が
″
。

も
う
一
つ
。
秋
田
ス
ギ
。
林
野
庁
の
廊
下
に
、
各
地
の
有
名
材
の
材
幹
が
置
い
て
あ

る
。
あ
る
夜
、
そ
の
前
で
紺
の
パ
ッ
チ
、
い
き
な
法
被
の
す
し
屋
の
若
い
出
前
持
が
二

人
。
ケ
ー
ス
の
前
で
話
し
て
い
た
。
「
こ
れ
が
ヒ
ノ
キ
か
。
こ
の
桶
も
ヒ
ノ
キ
だ
よ
。

ほ
う
こ
れ
が
秋
田
ス
ギ
か
。
こ
い
つ
は
有
名
な
ん
だ
ぜ
」
。
「
そ
う
か
、
ど
こ
で
と
れ
る

ん
だ
」
。
「
多
分
、
四
国
あ
た
り
だ
る
」
。
こ
の
落
語
の
よ
う
な
実
話
。
Ｐ
．
Ｒ
に
つ
い

て
多
く
の
も
の
を
、
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
（
Ｓ
・
Ｉ
生
）

し

＝

－＝

百一

－ 44－



I

易駕菫室協賛方御依頼について
へ一一 ＝へ つ

目
ｆ
、
ｒ
Ｊ
Ｌ
Ｊ
、
Ｊ
１
ｆ
１
ｒ
１
４
ｊ
、
ｆ
、
ｒ
Ｙ
ｆ
Ｊ
、
〃
、
Ｊ
、
ｒ
１
ｆ
ｙ
ｆ
〃
叱
り
、
〃
、
ｆ
、
Ｉ
ｆ
Ｊ
４
Ｊ
ｙ
１
Ｊ
、
く
り
Ｋ
Ｊ
３
ミ
ノ
、
～
、
Ｊ
、
Ｉ
Ｊ
Ｉ
ノ
、
く
ノ
ー
く
Ｊ
３
ｆ
Ｊ
１
Ｊ
１
ｆ
１
Ｉ
Ｊ
則
Ｊ
１
Ｊ
３
４
ｌ
ｆ
ｊ
く
Ｊ
Ｎ
４
１
く
ｊ
１
Ｉ
ィ
Ⅷ
４
‐
１
１
‐
‐
１
１
１
１

会 員の皆様へお願い
舟

〉

本会は昭和36年に創立40周年を迎えますので，記念事業を実施するため，別項の趣意書の通り，その資金

を募集中であります。何卒下記により会員の皆様から応分の浄財を御寄付下さるようお願い申上げます。

なお，この資金募集は一般会員'00万円，その他の協養'’200万門を目標とするものでありまして，会員外か

らの協賛を得ることにつきましては別途それぞれ各機関を通じて御依頼中でありますが，会員の皆様の絶大なる

御支援をお願い致します。

社団法人日本林業技術協会

40周年記念事業推進委員会

委員長松川恭佐

副委員長石谷憲男

① 記

1．会員からの募集額

1口を100円とし，1人1口以上適当にお願いしますc

2．寄付金の取扱い及び払込み

（1）支部所属の会員は本会の各支部において取扱って頂きます。

②支部に属しない会員は直接下記宛御送金願います。（会費と混同しないよう御留意願います｡）

送金先日本林業技術協会内40周年記念事業推進委員会（撮替東京12486番）

3．募集期間

昭和36年4月末日までに延期いたしました。
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（4）記念出版

前項の先輩十数氏の「伝記集」及び第二の国民であ

る中・小学生に，日本林業の実態をPRする目的を

以って「私達の森林」を詞仮刊行する。

2．所要経費見込額

（1）林業技術センター建設

敷地購入650万円‘建築饗600万円

施設・調度等50万門計1,300万円

（2）記念造林

新植費100万円補植饗15万円

手入菱35万円計150万円

（3）記念碑建立5万円

記念出版の経費は事業費でまかなう。

3．喪金募集計画

（1）募集目標

1,300万円とし，うち一般会員から100万円，その

他からの協賛を1,200万円とする。

（2）募集期間昭和35年11月1日～昭和36年4月末日

40周年記念事業資金募集要綱

1．記念事業の主なもの

（1）林業技術センターの建設

文献資料を蒐集，整備し，広く一般に紹介すると共

に照会，相談に応ずる。建物不燃性建造1階建坪

約60坪。倣地130坪。内部構造図書室(18坪）

資料室（18坪）整理室・閲覧室（12坪）その他（12

坪）

②記念造林

東京営林局管内平塚営林署湯河原国有林に，約20ヘ

クタールの部分林を設定し（申請中)，各種有用樹

種を造林し模範林とする。

（8）記念碑の建立

正しい林業技術を基盤として，国有林の経営，民有

林の行政について尽力し，今日の林業の基礎を築い

た先錐の功綴を永久に讃え，後進の奮起をうながす

ため，館内の庭石に一文を刻んで記念碑とする。



4．記念事業推進委員会の設置

本事業を推進するために委員会を設置する。

委員会の名称日林協40周年記念事業推進委員会

委員会の機成

顧問林野庁長官，林業試験場長，野原・柴田

両国会議員，三浦・横川両元林野庁長官

委員長松川理事長

副委員長石谷顧問

委員林野庁各部長・課長・課長補佐，林業試

験場各部長・科長，林業講習所長，各営

林局長・各部長・各課長，各林業試験場

支場長，各林木育種場長，各営林署長，

各都道府県林務部長・課長，各都道府県

林業試験場長,学術会議答会員,各大学
林学科主任教授，業界各団体代表，民間

林業技術者代表，本会理事・監事

幹事本会専務理事，常務理事以上

凸

h

i 蛤〆､望~へ-～へ～～へ菌，

趣意書

日本林業技術協会の前身である興林会は大正10年に自然発生的に誕生いたしました。以来40年，林業技術

の振興と技術者の向上を目的として，各種の事業を行なって参ったのであります。すなわち戦前の興林会時代に

おきましては，雑誌「興林こだま」並びに興林会叢書を発刊し，各種の研究会，講演会等を積極的に開催，叉林

業政策に関する建議等を提出してわが国林業の推進に貢献しました。戦後日本林業技術協会と改称，「興林こだ

ま」も「林業技術」と改題し，林業技術叢書，林業普及シリーズ，林業解説シリーズその他本会から発行して技

術者の好伴侶となった図譜は，今日までには数え切れないほどであります。昭和26年に迎えました本会の創

立30周年には，その記念事業として計画した林業百科事典は，日本林業における各部門の権威者の総かかりに

よって築いた金字塔でありまして，近く完成することは，本会最大の誇りとするところであります。その他の記

念事業として森林記念館の建築，記念造林，懸徴諭文，林業技術賞表彰，林業技術コンテスト等いずれも所期通
り完遂を見るに至りました。

一方昭和28年からは，測鐙指導部を設けて森林航空写真測量に関する事業を行ない，国有林，民有林におけ

る該事業の推進に絶大なる協力をしておりますと共に，各種受托事業，あるいは林業相談等，一般の林業経営者

のためにも尽しているのであります。このように本会の各種事業の業績は，日本林業推進の上に有形無形の寄与
をしているのであります。

戦争によって荒廃したわが国森林の復興もようやくなり，林業経営の方式が経済的効果を重視する方向に転換

した今日，科学技術の限りない進展と共に林業技術も，すべての面においてさらに一段と躍進を遂げなければな

らないときに当っているものと思われます。すなわちわれわれ技術者に課せられた責務は極めて重かつ大と言わ
なければなりません。

そこで日本林業技術協会は昭和36年に創立40周年を迎えるに当りまして，記念造林，記念出版，記念碑の

建立，等幾多の記念すべき事業を計画しておりますが，さらにその一つとして林業技術センターの建設を企図い

たしました。林業は，そのもつ特異性によりまして，研究の方向は多岐に分れ，技術の振興には広範な実験の情

報を必要とすることは論を待たないところでありますが，生憎わが国にはそれを蒐集整理して利用しうるような

施設が皆無であることが林業の急速な発展を阻害する大きな原因でありまして，その実現は林業界挙げての多年

にわたる大きな要望でありました。本会ば記念すべき創立40周年に当り，この要望を充足するため林業技術セ

ンターを建設して，林業進展の礎を築こうとするものであります。

すなわち林業技術センターは，日本及び海外の林業技術に関する文献資料をあたうる限り多量に蒐集し，整備

し，それを広く一般に開放すると共に情報の要約を紹介し，また林業技術に関する照会や相談に応ずるという機

能をもって，林業技術前進の大きな足がかりとなる施設にしようとするのであります。

このような大きな意義をもった本会創立40周年記念事業の実施につき室してば，巨額の資金を必要とするの

でありますが，その基金は本会を員並びに林業技術の振興に御理解のある皆様方の絶大なる御協養を仰がなけれ

ば，到底実現し得ないところであります。

時下何かと御多端の中を誠に御迷惑とは存じ上げますが，何卒御賛同下さい室して，御支援を賜わりますよう
御懇願申上げる次第であります。

社団法人日本林業技術協会40周年記念事業推進委員会

委員長松川恭佐

副委員長石・谷憲男
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最高の権威・最大の内容・未曾有の大著
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日林協編集 林 業百科事典 丸善刊行

一一二一－~－－●~pa ＝ロ…－－－ 一一_－－■1-
●画

林業のすべて－行政・経済・科学・技術一を一冊に網羅

日林協が30周年の記念事業として6年の歳月と数百万円の資金を投入して遂に完成

全国200名に及ぶ林業各部門の専門家が分担執筆

学究者，教育者，林業技術者，普及員等はもちろん，およそ林業に

関係のある人は，この一冊を備えなければ大きな損失でしょう。

定価1冊3,500円（送料実費）

（ただし4月30日までは特価3,200円）

B5版一上製本約1,100頁

写真692葉，図版2,712枚

（内容見本贈呈）

お申込承には前号の挿し込承をご利用下さい。

～～～~－～～ヘー輿一～

会務報告
～～～へ一一ー

◇第11回編集委員会

2月8日午後2時から本会で開催。

出席者猪瀬，岩崎，湯本，繁沢，松原の各委員と本

会から松原，八木沢

きのう。きよう．あした

私の父の家でちょっとばかり増築をして，このほど完

成したが，仕事にかかるころ，「どこに使うのだろう」

と驚くほどたくさん材木が持ち込まれて，切ったり，け

ずったりが始まった。

電気かんなやドリルを使って作業はいささか近代化さ

れたかっこうではあるが，一日の作業が終わったあとの

かんなくずや木つばで足の踏承場もないような有様は昔

とちっとも変わりがない。さらに驚いたことにば12セ

ンチ角の1メートル位のものもボンボン捨てておくので

ある。おかげで父は日曜になると，一日中，木つばをひ

ろっては燃やし，火の番を楽しんでいた。

ある朝，大工の頭領をつかまえて，ちょっときいて象

た･「材が高い高いというけど，ずい分ふんだんに使う

もんだね｣。頭領いわく「おれたちが弟子入りしたころ

日林協会員特典

本会の会員（正会員）に限り6回分割払いで販売いた
します。

4月30日までに申込の方に限り（特価3,200R)

初回700R('申込と同時）次回以悶海月500円(5回）
5月1日以降に申込の方（定価3,500円）

初回1,000円(申込と同時)次回以降毎月500円(5回）
本会の会員であることを支部で確認の上申込承のこと。

は親方に，お前らが一人前になるころは木が全点なくな

るぞ，といわれたものだが，まだあるものな’山奥をど

んどん切り開らきやいいんだよ」と。「ごもつとも，し

かし」・・…といいたかったが頭領につむじを曲げられ

ると困るので黙っていた。

うちではわざわざ金のかかるような建て方をする気づ

かいはないし，設計をした兄貴も一人前の建築屋なんだ

から，やっぱり，まだ木材そのものを使う方が便利で安

上りらしい。

この増築に関して「土台に接する木材には特に念入り

防腐剤を塗らせるように」くらいしか口出しをしなかっ

たのは桃業にたずさわるものとしては，恥かしいことで

はあると思っている。（八木沢）

昭和36年3月10日発行

林業技術第229号
編集発行人松原茂

印刷所合同印刷株式会社

発行所 社団法人日本林業技術協会
東京都千代田区六番町七番地
電話(331)4214.4215
（振替東京60“8番）
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グリーン・エージ・シリーズノ
新刊小出博・倉田益二郎共著

⑨山地農業と治山
第1部山地農業とスギ林業

第2部治山緑化工とその発展

B6．（写真・図版多数）美装I膜

￥250円〒30円

一一＝へ好評発売中～~

①辞典林業新語500

②安倍慎著百万人の木材化学

各冊B6③池田真次郎箸森林と野鳥の生態

ビニール．④山崎慶一著世界林業経済地理

美装頓⑤吉田好彰監修木場の歴史

型里三室⑥佐藤武夫箸森林と水の理論｜
⑦宮原省久著日本の製材工場’
⑧山崎慶一箸転換期に立つ日本林業

。近刊予上迄ノー◆

⑩しろありの知識

⑪繊維板

I (月刊）3月号3月1日発売(B5)

林業・木材関連産業のことなら何てもわかる
ノ － 一

本号150円・前払半年570円・1年1,080円（〒共）
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蒸散を抑え，活着を増す。

萎凋を防ぎ，いたみを少なくする。
ロIC一寺6－－之両陣OGや.上…‐企

さし木，つぎ木に 山行苗の得苗を増す。

〔処理経撰スギ111行苗1本当り7～8銭〕

国内総取扱全国森林組合連合会
東京都千代田区永田町1の17（遡話東京（581）0426～8）

坂扱都道府県森林組合連合会

総発売元三井物産株式会社（山林部）

製造元甲南工業株式会社
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伐木造材い猟胡調
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どんな樹種でも切味よく作業がはかどり取扱が

簡単，しかも維持費がどのチエンソーよりも安

く済ふますので非常に経済的です。

最も古い歴史を持つホームライトチエンソーは

現在国有林・民有林を通じ最高の普及率を示
し，本機の優秀性を立証しています。
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谷藤機械工業蕊 東京･千代田･九段TEL(331)9821～5
束京･品川･西大崎TEL(491)4561～3

本社
工場
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